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ストレス・疲労への支援につい
てのスタッフ間の情報共有

７
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MWSを用いた作業場面では、複数の支援者が対象者に関わることが多く、支援者間で対象者に関
する情報を随時共有することが重要となります。支援者間で対象者に関する情報が共有されないと
「支援者により指示や対応が異なる」等の問題が生じやすく、対象者から「自分の状況を支援者は
分かっているのか」といった不信感を抱かれてしまう恐れがあります。効果的・効率的なストレ
ス・疲労への対処の支援を実施するために、対象者との信頼関係の構築は重要であり、支援者間で
対象者に関する情報を事前に確認し、具体的な対処方法等を共有することが必要です。

加えて、日々のMWSやMSFASを使った支援において対象者と一緒に作成した資料等を支援者間
で共有することで、施設全体としての円滑な支援につながっていきます。
また、MWSの進捗状況に伴う作業計画の修正に関する情報の共有は、それほど大きな修正でなけ

れば、週単位、月単位等の支援者間のミーティングで共有することが効果的です。

①MWS開始前の情報共有：
対象者の障害特性、作業課題実施上の配慮事項、医療情報等を共有

②毎日の情報共有 ：
その日の対象者の状況を共有

③週単位での情報共有 ：
週単位での支援目標の達成状況・進捗状況を共有し、対象者とたてた翌週の目標

④月単位での情報共有 ：
月単位での支援目標の達成状況・支援の方向性について検討

情報共有のタイミングは、以下の４つが考えられます。

７７－－１１ スストトレレスス・・疲疲労労のの対対処処へへのの支支援援にに関関すするる情情報報共共有有のの
タタイイミミンンググ
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MWSを開始する前に、支援者間で共有が必要な情報として、①身体的状況、②障害状況、
③医学的状況、④社会的状況、⑤職業リハビリテーション計画（職業リハ計画）等があります。
対象者に関する情報を十分把握しないままＭＷＳを実施すると、適切な配慮ができないため、

対象者の不信感を招くだけでなく、対象者の体調不良にもつながる可能性があり、その後の支援
実施に影響を及ぼしかねません。

上記①～⑤の具体的事項として考えられる情報は、以下のとおりです。

① 身体的状況 : 利き手、視力、体力、可能な動作、不可能な動作等

② 障害状況 : 主たる障害名、障害の状況、障害者手帳の有無、重複障害の有無、配慮事項、
障害の認識、障害の受容度

③ 医学的状況 : 既往症、通院先と通院の頻度、服薬、医学的留意事項、精神・心理学的検査の
結果、働くことに関する主治医の考え方、医療機関のサポート状況

④ 社会的状況 : ＡＤＬ（日常生活動作）の状況、学歴、職歴、免許・資格、過去職場で受けて
いた配慮、離職を防ぐのに必要だった配慮、支援機関・支援制度の利用状況

⑤ 職業リハ計画 : 就職を希望する職種、障害のオープン・クローズ、今後の支援計画

これらの情報を対象者ごとにまとめ、施設内の支援者間で共有することが有効です。

７７－－２２ スストトレレスス・・疲疲労労へへのの支支援援ににつついいててののススタタッッフフ間間のの
情情報報共共有有
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MWSの作業課題を実施することによって、複数の支援者が、対象者一人ひとりの様々な状況を
毎日把握することになります。例えば、日々のMWS実施後の「疲労等の体調面の状況」、「MWS
の結果の状況」、「対象者からの質問」「対象者の状況で気になった点」等です。具体的には
「MWS実施時に体調不良がうかがえたため、明日のMWS実施時の負荷は軽減した方がよい」、
「口頭での作業指示だけでは十分に伝わらないため、明日は別の指示方法を試した方がよい」、
「今日、復職に関する悩みについて話をしていた」といった状況です。
このような状況を支援者間で共有することにより、次の日からも対象者に一律で適切な対応をと

ることができるようになります。なお、対応方法について検討が必要な場合は、MWS開始前に支
援者間で共有した前頁①～⑤のような基礎情報に基づいて、より適切な方法を検討します。対象者
に関する情報の共有にあたっては、すべての支援者が同じ認識に基づき対応できるようにするため
に、対象者にあらかじめ支援者全体で情報を共有することを説明し同意を得ておく必要があります。
「ある支援者にしか話していないことを別の支援者が知っていた」ということで対象者に不信感

を抱かせることのないよう、支援者は「情報共有の中心に対象者がいる」という意識を持つことが
大切です。MWSを開始した直後は状況の変化が大きいため、日常的に情報を共有する必要がある
でしょう。
対象者の状況が安定してから、情報共有の頻度を減らすといった対応も考えられます。短時間で

効果的に情報を共有するために、情報漏洩の心配がない方法で、対象者の情報を共有する方法が考
えられます。各支援者が適宜情報を共有することで支援者間の対応が統一されされ、対象者のスト
レスや疲労に関する支援が効果的に進められます。

ストレス・疲労の支援においては、変化する対象者のストレス・疲労の状況に関する情報を共有
することが大切であり、その上で、支援の方針について支援者間で共通認識をもつことにつなげて
いくことが重要です。

以下の点に留意して、情報共有を行うとよいでしょう。

① MSFASなどに記載した内容は対象者ごとにファイリングしておき、支援者間で情報共有しておき
ます。また、日々の体調や睡眠時間等、重要な対象者の変化はメモや業務日誌等で共有します。

② 相談内容、ＭＷＳの実施に関する個人的な目的・目標・達成状況、MSFASの記載内容の変更点な
どについて対象者ごとに簡潔にまとめて共有します。

③ 対象者を観察していて気になった点、対象者の受講状況、作業状況あるいは対人関係で気になる
行動があった場合、その状況と、対応を行った場合はその内容を共有します。

④ 対象者からの質問や困っていること等の訴えがあった場合、その内容と、対応を行った場合はそ
の内容を共有します。

⑤ MWSを実施している最中であっても、迅速な対応を要する対象者の状況変化が観察された場合
は休憩時間等を利用して支援者間で早急に情報を共有します。

７７－－３３ ＭＭＷＷＳＳ実実施施中中のの情情報報共共有有（（②②毎毎日日のの情情報報共共有有））

７７－－４４ 情情報報共共有有ののポポイインントト
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伝達プログラム講師用手引
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本手引を使って伝達プログラム（研修）を実施される方へ
（講師用手引及び研修資料の使い方）

この講師用手引は、伝達プログラム（研修）を実施する時に研修講師が伝達プログラ
ムの進め方の参考としていただくために作成しています。

〇伝達プログラムの資料

この伝達プログラム（研修）は、職場適応促進のためのトータルパッケージ（以下
「TP」といいます。）の理論的知識を実践に生かせるようになることを目的としています。
したがって、既にワークサンプル幕張版（以下「ＭＷＳ」といいます。）や幕張ストレ

ス・疲労アセスメントシート（以下「MSFAS」といいます。）などのTPツールを活用して
いる支援機関の方々を対象としたのものとなっています。
「TPの目的を再確認したい」、「ＭＷＳのアセスメントの視点をもう一度整理したい」、

「ＭＷＳによるトレーニングの質を向上させたい」など、TPツールを活用して感じた疑問
や問題意識を抱いている支援機関の方々に対して、TPの支援について経験豊富な方が講師
となり、以下の「伝達プログラムの資料」を活用して研修を行うことを想定しています。

〇伝達プログラムについて

なお、ＭＷＳやMSFASなどのTPツールを初めて使用する方は、この伝達プログラム受講
前に、「TP学習テキスト」を参照して基本的な知識を学習したうえで受講するようにして
ください。

伝達プログラムの研修資料（スライド）は障害者職業総合センター研究部門のホームペー
ジの調査研究報告書Ｎｏ164「障害の多様化に対応した職業リハビリテーションツールの効
果的な活用に関する研究」からダウンロードできます。
（https://www.nivr.jeed.go.jp/research/kyouzai/kyouzai75.html）

伝達プログラムの研修資料（スライド）を活用する際は、何について理解を深めるべきか、
研修の目的を明確にしたうえで活用することが効果的です。そのために本手引にある「TP
チェックリスト」の活用をおすすめします。「TPチェックリスト」によって、TPについて
今後強化・再確認したい内容を明確にしたうえで、研修で活用する資料（スライド）を選択
することもでき、効果・効率的な伝達プログラムの実施が可能です。

伝達プログラムの研修資料（スライド）は、全３回の研修を想定して作成しています。本
手引で例として示しているように、集合研修を企画して集中的にTPを学習することができ
ます。また、職場内のミーティング等において、伝達プログラムの研修資料（スライド）の
必要箇所を共有しながら少しずつ継続的に学習することも可能です。

本手引以外のTPに関するマニュアル等は、障害者職業総合センター研究部門のホーム
ページに掲載した「職場適応促進のためのTPの活用に役立つリンクページのご紹介」で紹
介している冊子等があります。ぜひ参照してください。
（https://www.nivr.jeed.go.jp/research/advance/mwslink.html）

（
この手引では研修で使用することがスライドの主たる使
用目的なので、「学習することも」ではなく、「学習す
ることが」としました。

（
「手引冊子」を「手引」に変えました。

（
「冊子」を「手引」に変えました。
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この講師用手引は、伝達プログラム（全3回）の各回において、TPを理解
するうえで、重要と考えている内容にポイントをあてて解説しています。

各回についての内容は以下のとおりです。

１ 第１回は、アセスメントをテーマとし、導入で受講者の関心を高める
ための工夫と、利用者の「特性の現れ方」、「作業遂行力の把握の方
法」の説明における留意点について解説しています。

２ 第２回は、作業訓練をテーマとし、「ＭＷＳによる訓練のポイント」
と、「段階的なトレーニングの実施」の説明における留意点について
解説しています。

３ 第３回は、セルフマネージメントをテーマとし、導入で受講者の関心
を高めるための工夫と、「セルフマネージメント・トレーニングの流れ」
の説明における留意点について解説しています。

この「講師用手引」の構成

※ 本手引において、研修資料（スライド）から引用した部分については、スライドでの表記の
とおり「トータルパッケージ」を用いています。

（
「各回」というのがいきなり出てきてわかりにくいとの
指摘があったので、伝達プログラムが全
ることを冒頭に記載しました。

（
「セルフマネージメント」となっていたので、修正しま
した。

なお、本手引では各回の伝達プログラム（研修）の進め方をスライドに沿って説明を
している場合と、ポイントや進め方を文章でまとめて説明している場合があります。
スライド番号と照らし合わせながら見てください。

また、本手引の巻末には、研修の効果を評価できるよう、満足度アンケート、獲得度
テスト、TPチェックリストから構成される「研修の効果測定ツール」を掲載しています
ので適宜ご活用ください。
●満足度アンケート：受講後に実施し、TP実施への意欲の向上の有無を把握します。
●獲得度テスト：受講前後に実施し、TPに対する理解の深化を把握します。
（応用行動分析の考え方を踏まえ、原因と解決策をどれだけ多く指摘できる
ようになったかを確認します。）

●TPチェックリスト：受講前後に実施し、支援者間におけるTPの共有状況や
実際のTPの実施状況の変化の有無を把握します。（次ページもご参照ください。）

（
「研修の効果測定ツール」について説明がないという指
摘だったので、追記しています。
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伝達プログラム（研修）の実施の流れ（例）

伝達プログラム（研修）の開催前（１週間程度
前）に事前ヒアリングを実施し、ＴＰチェックリス
トをもとに、受講者のＴＰの活用状況や伝達プログ
ラム（研修）へのニーズを聞き取る。

事前ヒアリングで把握したニーズを踏まえ、受講者
の希望に沿ったプログラム内容を検討する。

①事前ヒアリングの実施

②伝達プログラム（研修）の内容の検討

③伝達プログラム（研修）終了後のフォロー

ＴＰの活用実態は各支援機関ごとに違っています。そのため、伝達プログラム（研修）
の実施にあたっては、個々の支援機関の受講ニーズに合致する個別性の高い研修内容に
していくことで、効果的にすすめていく必要があります。
個々の受講ニーズを明らかにするためには、ＴＰチェックリストの活用が有効です。
ＴＰチェックリストは、この伝達プログラム講師手引の巻末に掲載してあります。

事後ヒアリングでは、ＴＰチェックリストを活用し
て、伝達プログラム（研修）受講後に変化があった項
目を確認し、必要に応じて今後の伝達プログラム（研
修）の内容を検討するなどのフォローを行う。

ＴＰチェックリスト

研修終了
１カ月後

事前
ヒアリング

第１回 第２回 第３回 事後
ヒアリング

研修開始
１週間前

〇ＭＷＳの活用状況
〇研修受講により
理解を深めたいこと

など

〇研修後のＭＷＳの
活用状況

〇研修受講により
理解を深めたこと

など

申し込み テーマ
「アセスメント」

テーマ
「作業訓練」

テーマ
「セルフ
マネージメント」

研修ニーズの把握 フォローアップ研修の開催受付・日程調整

〇MWSやMSFASなどの活用方法・機能について
の解説や演習を行う実践的な内容

全回連続しての実施、ニーズに応じた
回のみの実施、どちらも可能。

〇申し込み後に日程
調整のご連絡

研修申込み ＴＰチェックリスト
の活用

ＴＰチェックリスト
の活用

ＴＰチェックリストの活用ポイント

（
「にも」を「に」に修正しました。
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第１回 （
1
思い、「第

（
セミナーの名称は報告書とぶれないようにしてください。

現時点での報告書は、各回の名称を定めるまではいって
いないという記載になっています。
したがって、この名称を使うのであれば、こちらで対ツ
してください。

ＴＰ アセスメント
（
TP
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プログラムのねらい
このプログラムは、MWS（簡易版・訓練版）を使って、利用者の作業特性を把握する方法

や、補完手段・補完行動の獲得に向けた支援方法、そして作業遂行力だけではなく、ストレ
ス・疲労に関するアセスメントの方法を学習するために設定されています。

プログラム実施上の留意点
TPによりアセスメントを行う際には、各ツールの機能や使用方法、使用目的を理解するこ

とが重要であることを説明します。
受講者のニーズやTPツールの熟達度によって、プログラム全体の時間や、各項目の配分を

受講者に併せて調整することもできます。

自己紹介

はじめに

意見交換

トータルパッケージの
基本的考え方

14：00

14：40

MWSによるアセスメントの実際

就労支援機関でのアセ
スメントのポイント

効果的なアセスメント
に向けた事例検討

15：40

16：25

16：25

17：00

特性の現れ方、作業遂行力の把握

課題分析（演習）

補完手段・補完行動等の適切な形成
ＭＷＳによるアセスメ
ントのポイント

14：45

15：30
意見交換

第１回 TP アセスメントのセミナー
（プログラム例）

休憩 ５分

休憩 １０分

事例検討

意見交換

就労支援機関でのアセスメントの進め方

ストレス・疲労の対処状況をアセスメント
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この「TPの基本的考え方・意見交換」の時間 では
①セミナー全体の流れと休憩時間の確認
②テーマが「TPツールを使った特性の把握」であることの認識の共有
③自己紹介や情報交換による受講者のTPの活用状況の確認
を行います。
受講者が目的意識を持ち、以後のセミナーの内容に積極的な関心を持つための大切な

時間になります。

伝達主旨

TPチェックリストを使って、他の受講者TP活用状況を知ること。

TPは、見た目だけでは、どのような職業上の困難性を抱えているかが分かりにくい
障害者に対して、個々の特性に応じた支援方法を確立するための支援技法であること。

TPは、作業遂行力の向上、ストレス・疲労の対処方法の獲得などを目指しており、
総合的な職業リハビリテーションサービスを提供する技法であること。

1

2

3

受講者に理解してもらいたいポイント

自己紹介

はじめに

トータル
パッケージ

意見交換

トータルパッケージ
の基本的考え方

研修の進め方をスライ
ドの流れにそって説明
します

進め方の説明

（
後段が「受講者に理解してもらいたいポイント」になっ
ているので並びを取っています。
ただし、「理解してもらう“ポイント”」となっているの
で、各項目を「こと」で結ぶことが適当だと思います。

「TPの基本的考え方」の進め方（講師の説明の流れ）
（スライド番号）4→8

（スライド番号） 4

（スライド番号）5→7

（スライド番号）6→７

（スライド番号） ８
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はじめに自己紹介

（スライド番号）
４

TPの基本的考え方（自己紹介・はじめに・意見交換）
【スライド】 【講師が伝える内容】

次ページ「自己紹介のねらい」を参照してください。

意見交換

休憩

次ページ「意見交換のねらい」を参照してください。

見た目だけでは、どのような職業上の困難性を抱
えているかが分かりにくい障害者に対して、支援
者が個々の特性に応じた支援方法を確立するため
の技法であることの理解するためのスライドとし
て説明しましょう。

TPが作業遂行能力の向上、ストレス・疲労の対処
方法の獲得などを目指しており、相互的なリハビ
リテーションサービスであることを理解するため
のスライドとして説明しましょう。

伝達プログラム
開始

（スライド番号）
５→７

（スライド番号）
８

（スライド番号）５

（スライド番号）６→７

「TPの基本的考え方」の進め方（講師の説明の流れ）
（スライド番号）4→8

（スライド番号）5

（スライド番号）６

（スライド番号）7

（スライド番号）４

（スライド番号）８
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自己紹介は、TPチェックリスト（受講前に事前に記入）を使って、受講者
が所属するそれぞれの機関でのTPの活用状況の特徴を知る時間です。

自己紹介のねらい

受講者それぞれが、他の受講者のTP活用状況を知ることで、自身の活用状
況との比較ができ、今後の活用に向けた参考とすることができます。

また、TPチェックリストを使うことで、受講者が本来のTPの活用のねらい
から乖離している状況や、合致している状況を確認できるため、受講者個々の
伝達プログラムの受講目標を再確認できます（※講師は「TPの活用ねらいとの
乖離は、ＭＷＳなどのTPツールの活用歴や活用目的によって発生しがちであ
る」ので、受講者全体について確認しておいてください）。

（スライド番号）４

意見交換のねらい

意見交換は、受講者の所属する機関でのMWSの活用の実態や、受講者
が疑問に感じていることを把握し、質疑応答により受講者の疑問を解消し
ます。

導入の時間は、この伝達プログラム（研修）で伝達される内容について、
受講者が自分が今後行う支援の内容と関連していると実感するために重要
な時間です。

ただし、あとの演習もあるため、参加者が多い場合は時間を短縮するな
ど、全体的な時間配分は考える必要があります。

（スライド番号）８

（
上の囲みに揃えて枠線を付けました。
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MWSは作業エラーの特徴などを把握することができること。

MWSは集中できる時間や、作業を継続した時の疲労の状況を把握でき、作業を正確に
行うための補完手段・補完行動等の検討が可能であること。

MWS（簡易版・訓練版）の役割、レベル、評価→訓練→再評価のプロセスなど、MWS
によるアセスメントの実施にむけた基本知識。

1

2

3

「特性の現れ方、作業遂行力の把握」では、
①MWSは作業中に利用者が発生させたミスやエラーの特徴やパターンを探れること、
②集中力等を把握するためにＭＷＳを活用できること、
③MWS訓練版では評価→訓練→再評価のプロセスにより、作業遂行力向上を図ることが
できること、
④MWSの簡易版、訓練版それぞれの役割に違いがあること
の4点を伝達していきます。

受講者に理解してもらいたいポイント

研修の進め方を
スライドの流れ
にそって説明し
ます

特性の現れ方、作業遂行力の把握

課題分析（演習）

補完手段・補完行動等の適切な検討

ＭＷＳによるア
セスメントの
ポイント

意見交換

伝達主旨

進め方

「MWSによるアセスメントのポイント」（特性の現れ方、作業遂行力の把握・
課題分析（演習）の進め方（講師の説明の流れ） （スライド番号）10→43

（スライド番号）10→43

（スライド番号）26→34

− 192 −



「MWSによるアセスメントのポイント」（作業特性の現れ方、作業遂行力の把
握・【演習】課題分析）の進め方（講師の説明の流れ）

【講師が伝えたい内容】

作業特性の現
れ方、作業遂
行力の把握

【演習】
課題分析TPの基本的

考え方・
意見交換

ＭＷＳによるアセスメントのポイント（作業特性の現れ方、作業遂行力の把握・
【演習】課題分析）

【スライド】

MWSの作業課題における特性の現れ方、作業遂行力の
把握の流れについて説明します。

エラーのパターンはいろいろあり、それぞれのパター
ンに応じた補完の方法があることを説明します。

ＭＷＳは難易度が設定されていることを説明します。
難易度のレベルは「学習可能な難易度が、どの段階か
を見極める」ために設定されています。そのため、適
切な段階がどのレベルに該当するのかが分かれば、そ
れ以上のレベルに必ずしも進まなくてよいことを説明
します。

レベル・ブロック・試行とは何かを説明します。

評価→訓練→再評価のプロセスにより、作業遂行力向上
を図っていくことを説明します。

（スライド番号）10

（スライド番号）11→12

（スライド番号）13

（スライド番号）14

（スライド番号）15

（スライド番号）10→43

作業特性の現れ
方、作業遂行力
の把握

（スライド番号）10

（スライド番号）11→12

（スライド番号）13

（スライド番号）14

（スライド番号）15

（スライド番号）
10→25

（スライド番号）
26→34

（スライド番号）
35→43
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ブロックと試行数について説明します。

【スライド】

次のレベルに移行する時の考え方について説明します。

システマティック・インストラクションについて説明
します。
※知的障害者のアセスメントでは非常に重要になるこ
とを補足。

知的障害者等の作業理解に課題が発生しやすい利用者
の場合に、丁寧なアセスメントが必要であり、利用者
の作業遂行力を的確に把握するには指示の出し方が重
要であること、加えて利用者が理解できる指示によっ
て利用者の特性をアセスメントできることを説明しま
す。

MWSのマニュアルにある統一的な教示についてのポイ
ントを説明します。
・統一された方法にすることは、利用者の作業理解の状
況を把握し、獲得すべき補完方法を検討するためには
必要であること。

・基準値は、この教示方法に基づく結果であるため、基
準値と正確な比較を行いたい場合は、マニュアルの教
示方法で教示することが重要であること。

・上記に該当しないような場合、または、理解力から考
えて、口頭指示からのスタートでは、明らかに理解で
きないことが分かっているような場合は、臨機応変な
教示に対する対応をとっても支障ないこと。

・教示した後の質問に対する対応方法も上記と同様の考
え方でよいこと。

（スライド番号）16

（スライド番号）17

（スライド番号）18

（スライド番号）19

（スライド番号）20→21

【講師が伝える内容】

（
「必要な補完方法を検討するためには必要」と「必要」
が重なっていたため、見直しました。

（
基準値？一般参考値？

（スライド番号）16

（スライド番号）17

（スライド番号）18

（スライド番号）19

（スライド番号）20

（スライド番号）21
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【スライド】

マニュアルの作業手順書はMWSのワークサンプルの課題分
析の結果を反映したものであることを説明します。なお、
ＭＷＳによるアセスメントは利用者の就職や就職後の定着
に役立てるために行うことや、評価期→訓練期→再評価期
はスライドにあるベースライン→トレーニング→プローブ
と同様であり、各期には目的があることも併せて伝えます。

対象者に応じた作業手順をM-メモリーノートに記録するこ
とはMWSに限らず作業課題の遂行において重要なポイント
であることを説明します。ただし、必ずＭ－メモリーノー
トである必要はなく、他の代用できるノートでも差し支え
ないことを併せて説明します。

課題分析は次ページの「課題分析（演習）の進め方」を
参照してください。

MWSのグラフには、集中力・持続力等作業状況の可視化
の役割があり、支援者にとってアセスメント結果の理解
や補完方法の検討に役立つとともに、利用者が自身の特
性を把握するのにも役立つことを説明します。

作業訓練での支援の流れを説明した後に、作業のレベル
は本人の状況に応じて設定する必要があるということを
説明して、アセスメントの時点で、利用者にとって適切
な環境や作業を検討する場合に、ＭＷＳのワークサンプ
ル間の難易度を考慮することができることを理解しても
らいます。

MWSの簡易版・訓練版の役割の違いは重要なので、強
調して説明します。

（スライド番号）22→24

（スライド番号）25

【講師が伝える内容】

（スライド番号）26→34

（スライド番号）38→42

（スライド番号）35→37

「作業特性の現れ方、作業遂行力の把握」の説明に戻り
ます。

（スライド番号）22→24

（スライド番号）25

（スライド番号）35→37

（スライド番号）42→43

（スライド番号）38→42

（スライド番号）42→43

（スライド番号）26→34
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課題分析は、MWSで補完手段・補完行動等を検討する際にも重要な技法
であるため、スライド番号26→34に基づき、課題分析の目的や、支援現場
で活用されている場面を講師が説明したうえで、演習を実施していきます。
演習は以下のとおり、MWSの作業課題から選択して、課題分析した後、

受講者が作成した課題分析と、該当するMWSの作業課題の市販マニュアル
の中に記載してある作業手順書とを比較することで課題分析について理解
が深まります。

課題分析（演習）の進め方 （スライド番号）26→34

市販マニュアルの作業手順書

課題分析に
該当する箇所

MWSの作業課題から選択した作業
を講師が実演して、受講者に観察し
てもらいます。

受講者は実演を見て、一連の複雑な
行動をより細かな行動単位に分け、
スライド番号34の様式に、その手順
を時系列に沿って記入します。

講師はMWSの該当する作業課題
の手順書を受講者へ配布します。

１

２

３

４ 受講者は配布された手順書と、作
成した課題分析結果を比較します。

５ 他の受講者と良い課題分析を行う
方法を意見交換してもらいます。

課題分析（演習）の方法

アセスメント場面における課題分析は、MWSの作業課題などで、対象者がつま
ずいている段階を把握し、その段階を乗り越えるために必要な支援方法を検討し、
目標（課題改善）が達成できるようにするために行います。

課題分析（演習）のまとめ
（
文章がつながっていません。
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MWSは作業エラーの特徴やパターンによって、適切な補完手段・補完行動等を検討す
ることができること。

過去のＴＰに関連するマニュアルや調査研究報告書でも、補完手段・補完行動の具体
例を示してあり、参照できること。

MWS（簡易版・訓練版）の役割、レベル、評価→訓練→再評価のプロセスなど、MWS
によるアセスメントの実施にむけた基本知識。

1

2

3

特性の現れ方、作業遂行力の把握

課題分析（演習）

補完手段・補完行動等の適切な検討

ＭＷＳによるア
セスメントの
ポイント

意見交換

研修の進め方を
スライドの流れ
にそって説明し
ます

伝達主旨

「ＭＷＳによるアセスメントのポイント」（補完手段・補完行動等の適切な検討
・意見交換）の進め方（講師の説明の流れ）

進め方の説明

「補完手段・補完行動等の適切な検討」では、
①ミスやエラーの特徴やパターンによって、適切な補完手段・補完行動等を検討すること
②補完手段・補完行動等を検討するためにMWSを活用できること
③評価→訓練→再評価のプロセスによって、補完手段・補完行動等の定着を図っていくこと
④補完手段・補完行動等の検討にあたりMWSの簡易版、訓練版それぞれの役割の違いを伝
達していきます。

（スライド番号）45→82

（スライド番号）45→81

（スライド番号） 82

受講者に理解してもらいたいポイント
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【スライド】

【演習】
課題分析

補完手段・
補完行動の
適切な検討

意見交換

「ＭＷＳによるアセスメントのポイント」（補完手段・補完行動等の適切な検討
・意見交換）の進め方（講師の説明の流れ）

ＭＷＳによるアセスメントのポイント（補完手段・補完行動等の適切な検討・意見交換）

（スライド番号）
45→81

補完行動が定着するために、１回目の試行でエラーが発生
した場合にはフィードバックを行うこと、また二回目の試
行で補完方法を支援者が提示し、それによって望ましい行
動が発生した場合には必ずその行動を強化（誉める等）す
ることが重要であることを説明します。

スライドでは写真入りで具体的な補完方法の例をあげてい
ますので、それを紹介します。

補完方法のツールとしてM－メモリーノートが役立つことを
説明します。併せてＭ－メモリーノートのいろいろな機能
を紹介し、機能が同じであればM-メモリーノートにこだわ
る必要がないことを説明します。

補完方法を提示した場合、作業結果の正誤だけではなく、
姿勢・態度もアセスメントの視点となることに留意するよ
う説明します。

補完方法の導入と定着ベースライン期及びトレーニング期
での課題遂行状況によって、個人の障害特性に応じた補完
方法を検討し、補完方法が定着するよう支援を実施するこ
とを説明した後、応用行動分析の手法により、エラーの原
因を分析し、アセスメントすることが重要であることを説
明します。

（スライド番号）45→48

（スライド番号）49→57

（スライド番号）58→62

（スライド番号）63→71

（スライド番号）
82

（スライド番号）72→75

（スライド番号）44→79

休憩

（スライド番号）45→48

スライドにあげた補完方法の例、導入のタイミングについ
ては、調査研究報告書№57「精神障害者等を中心とする職
業リハビリテーション技法に関する総合的研究（最終報告
書）」からの引用であるので参考とするよう説明します。
また、導入のタイミングも重要であることを説明します

【講師が伝える内容】

（スライド番号）49→57

（スライド番号）72→75

（スライド番号）58→62

（スライド番号）63→71
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【スライド】

補完行動を定着させる場合、作業結果の正誤をフィード
バックするだけでなく、利用者が獲得感や成功体験を積み
重ねていると実感できる支援が重要であることを説明しま
す。
具体的には、
・利用者がMWSの実施に際して努力している過程も含め
て望ましい行動を適切に賞賛し、強化することが重要であ
ることを説明します。
・「強化」（賞賛等）を通して、利用者が自身の成功を認
識でき、その行動の継続につながるとともに、成功体験と
して認識することで、支援に対する積極的な姿勢が生まれ
ることを説明します。

・アセスメントであっても、利用者がアセスメントの結果
に対しての信頼感や効力感（アセスメントを利用してよ
かった）を持つためには、今どの段階にいて（できている
ことは何か）、次はどのようなステップに進むのか（目標
は何か）を明確に示すことが重要であることを説明します。
・アセスメント結果の提示にあたっては、今後の目標達成
までのプロセスが具体的に示されること、そのプロセスに
ついては自分自身で調整することも可能であることを示し、
補完方法等を自分で選択できるような提示を行うことで、
利用者自身の効力感獲得に役立てることができることも併
せて説明します。

TP
言ってしまうと、焦点の合わない意見交換になってしまうの
ではないでしょうか？

（修正案）
目標の設定に当たっては、
・
利用者個々との面談によって目標設定すること
・
とが望ましいことを説明します。

目標の設定に当たっては、以下の点が望ましいことを説明
します。
・目標までの一つ一つのステップが適切な高さとなるよう、
利用者個々との面談によって目標設定すること
・目標の決定に利用者自身も参加できて、選択ができるこ
とが望ましいことを説明します。

補完方法と導入のタイミングについて、調査研究報告書
№57からの引用であることを説明します。
また、MWSの各作業課題ごとに提示されている補完方
法を確認します。

【講師が伝える内容】

（スライド番号）76→78

（スライド番号）79

（スライド番号）80→81

（スライド番号）82

（
主幹からは、スライド
44
実際そうですが、スライドを削除すると全体の構成に影
響があるので、そのままにしています。

（スライド番号）82

（スライド番号）80→81

（スライド番号）79

（スライド番号）76→78
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意見交換のねらい

(スライド番号)82

アセスメントの方法や視点について情報を共有する時間として、また
MWSでアセスメントをする際に感じている疑問点を整理する時間として
も有効であるため、全体の時間配分に留意しながらテーマや配分時間を設
定してください。

また、MWSを使ったアセスメントの方法に加えて、MWS以外のツール
を使って、アセスメント全体をどのように実施しているかを情報共有する
ことも大切です。
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「就労支援機関でのアセスメントのポイント」（ストレス・疲労の対処状況をアセ
スメント）の進め方（講師の説明の流れ）

就労支援機
関でのアセ
スメントの
ポイント

ストレス・疲労の対処状況のアセス
メント

就労支援機関でのアセスメント
の進め方

意見交換

TPのアセスメントでは、対象者を取り巻く環境を網羅的に把握し、個々人の職場適応を促
進するための全体像を捉えていくことが必要です。
また、MWSを使用して、単に作業スピードやエラー数を把握するだけではなく、対象者

個々のストレスや疲労に関する情報を収集・整理して明確にしたうえで、ストレスや疲労の
解消方法を検討し、解決策を講じるなどの支援につなげていくことが目的です。
そのため、受講者への伝達にあたっては、TPによるアセスメントは、職場適応の促進に向

けた総合的な視点に基づいた情報収集を行うために、MSFASを活用していることや、ストレ
スや疲労の解消方法を検討し、解決策を講じるなどの支援につなげていることを伝達してく
ださい。
※ストレスや疲労の支援の具体的な進め方は、伝達プログラムの「作業訓練のセミナー」

で説明しています。

伝達主旨

（スライド番号）84→97

この伝達内容を伝
達プログラムに組
み込んでいる理由
や目的、ポイント
を以下のとおり説
明します。

（スライド番号）84→97

進め方の説明

MSFASを今まで活用したことのない支援機関にも、TPの支援ツールとしてのMSFAS
を理解してもらいます。

MSFASの具体的な活用方法は、TP学習テキスト第２部で説明していること。

利用者を取り巻く環境を網羅的に把握するような情報収集が必要で、MSFASに限らず、
各支援機関で工夫している方法を共有することも有効であること

1

2

3

説明のポイント受講者に理解してもらいたいポイント

− 201 −



「就労支援機関でのアセスメントのポイント」（就労支援機関でのアセスメントの
進め方）の進め方（講師の説明の流れ）

就労支援機
関でのアセ
スメントの
ポイント

ストレス・疲労の対処状況をアセス
メント

就労支援機関でのアセスメント
の進め方

意見交換

この伝達内容を伝達プ
ログラムに組み込んで
いる理由や目的、ポイ
ントを以下のとおり説
明します。

伝達主旨

（スライド番号）99→130

MWSを使ってアセスメントを実施している支援機関でも、アセスメントの視点について
もう一度学びなおしたいというニーズや、普段アセスメントで観察している視点以外の視
点や観察方法についてもっと知りたいというニーズが存在する場合があります。
ＭＷＳを使って、作業効率を一般参考値と比較する等のアセスメントは普段から行って

いても、アセスメントの目的やプロセス、アセスメントの視点などの理解に不安がある場
合に、基本的な事項を確認するための伝達内容として構成しています。
伝達内容は、職業的なアセスメントの目的やプロセス、アセスメントの視点などであり、

MWSを活用して観察する視点や、MWS実施前に把握する情報などを資料では整理してい
ます。
講師は、伝達プログラム実施前に、TPチェックリスト等を使って受講ニーズを把握した

結果、受講者から「MWSを使ってアセスメントした後の結果の活かし方が分からない」、
「MWSによるアセスメントの視点が、これで良いか不安になる」といった基本的なアセス
メントに関するニーズが示された場合に、この内容を伝達プログラムに組み込んでくださ
い。

受講者が他のアセスメントに関する基本的な研修を受講している場合は、この内容を
伝達プログラムに組み込む必要はありません。

アセスメントの目的は支援計画の立案や、支援方法の検討のためであること（ＭＷＳだ
けを使って、適職など何かを判断するものべきではないこと）を伝えます。

1

2

3

「就労支援機関でのアセスメントの進め方」の説明のポイント

MWSによるアセスメントにおいて、作業エラー以外のアセスメントの視点があること
と、その視点の例を示しているため説明してください。

（スライド番号）99→130

（
語尾を揃えました。

（
「基本的な事項」が重なっているので、前者を削除しま
した。

（
何を言おうとしているのかわかりません。
修正のようなことでしょうか。

進め方の説明
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「就労支援機関でのアセスメントのポイント」（就労支援機関でのアセスメントの
進め方）の進め方（講師の説明の流れ）

就労支援機
関でのアセ
スメントの
ポイント

ストレス・疲労の対処状況をアセス
メント

就労支援機関でのアセスメント
の進め方

意見交換

この伝達内容を伝達
プログラムに組み込
んでいる理由や目的
を、以下のとおり具
体的に説明します。

意見交換のねらい

MWSに偏ったツールの活用ではなく、利用者の支援に必要な情報をバラ
ンスよく収集していく方法について意見交換することがねらいです。受講者
が普段行っているアセスメントの工夫を意見交換することは、以後の伝達プ
ログラムの内容とも関連するため、このプログラムの内容について理解を深
めるうえで効果的です。

（スライド番号）130

進め方の説明

（スライド番号）130
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「効果的なアセスメントに向けた事例検討」（MWSによるアセスメントの実際）の
進め方（講師の説明の流れ）

MWSの作業結果（パーセルタイル）を、個人内の得意項目・苦手項目の分析に役立
てていること（一般健常者と比較して劣っている・優れているとの視点で分析してい
ない）が事例の良い点であること。

MWSの作業結果と一般職業適性検査（GATB）の結果を組み合わせて分析しており、
複数の検査結果に基づいて支援計画が立案されていることが事例の良い点であるこ
と。

数値の結果だけではなく、MWSの作業課題に取り組んだ行動結果（口頭指示され
ている計測を忘れた、疲労感があるとの感想を話した、PC入力の際の変換ミス等）
も含めて職業的な課題を分析していることが事例の良い点であること。

1

2

3

（スライド番号）132→138

この伝達内容を伝達プ
ログラムに組み込んで
いる理由や目的、ポイ
ントを以下のとおり説
明します。

MWSによるアセスメントの実際

事例検討

効果的なアセス
メントに向けた
事例検討

伝達主旨

MWSを使ってアセスメントを実施している支援機関は、「MWSの作業結果をどのようにア
セスメントの結果に活かしたらよいか分からない」、「パーセンタイルはどのようにアセスメ
ント結果に活かせるのか」といった疑問を持っている場合があります。
「MWSによるアセスメントの実際」では、「職業リハビリテーションの基礎と実践」（日

本職業リハビリテーション学会（中央法規出版））に掲載されている事例をもとに、MWSの
作業結果をアセスメント結果に活かすための方法を説明します。

4
ＭＷＳの作業課題から検出された課題だけを提示するのではなく、どのような点に
ついて対策を立てるかなど、今後取り組むべき点が説明されていることに加え、利
用者の持つ良い点にも言及していることが事例の良い点であること。

（スライド番号）132→138

進め方の説明

（
研修資料には掲載されていない事例提供者の氏名をこち
らに記載する必要があるでしょうか？

受講者に理解してもらいたいポイント

− 204 −



複数の検査を組み
合わせてアセスメ
ントしている。

行動も分析結果に
含めている。

できることも分析
する。

複数の検査を組み合わせ
てアセスメントしている。

行動も分析結果に
含めている。

ＭＷＳの作業課題から検出された課題だけを提示するのではなく、どのような点について対策
を立てるかなど、今後取り組むべき点が説明されている。また、対象者の良い点も言及している。

事例において参考とすべきポイント

ＭＷＳの作業結果（パーセルタ
イル）を、個人内の得意項目・
苦手項目の分析に役立てている

（
これは進め方ではないので、タイトルを見直しました。
（タイトルの様式も前のスライドと弁別するため見直し
ました）

（スライド番号）132→138
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事例検討の進め方

TPにおいて重要視されている職場環境に近い設定を行ったうえでのアセスメントが本
事例においても必要だった点について受講者の気づきを促します。

アセスメントはMWSによる作業結果のみで行われるものではなく、利用者を取り巻
く環境を網羅的に把握し、個々人の職場適応を促進するための全体像を捉えていく必
要性があることについて受講者の気づきを促します。

アセスメントのためのアセスメントには意味がなく、MWSなどを使ったアセスメント
は、支援計画や支援、そして利用者の職場定着にまでつながっているため、職場定着の
促進をイメージしたアセスメントを行う必要があることを受講者に伝えます。

1

2

3

事例検討の説明のポイント

（スライド番号）136→139

この伝達内容を伝達プ
ログラムに組み込んで
いる理由や目的、ポイ
ントを以下のとおり説
明します。

MWSによるアセスメントの実際

事例検討

効果的なアセス
メントに向けた
事例検討

「効果的なアセスメントに向けた事例検討」（事例検討）の進め方（講師の説明の
流れ）

作業トレーニング場面でどのようなアセスメントが必要であったか。

作業トレーニング場面でMWSを効果的に使う方法はあったか。

検討課題①

検討課題②

事例の内容を受講者全員で確認した後、検討課題①と検討課題②の回答について、それぞ
れ受講者が個々に自身で考えた内容を筆記してもらいます。

受講者の筆記が終了した時点で、講師は受講者個々が順番に筆記内容を発表してもらうこ
とを伝えて発表者を指名していきます。

受講者個々が発表が終了した時点で、講師は全体の意見をまとめた後、次ページの講師問
いかけポイントや回答例を示しながら意見交換をする。最終的なまとめとして下記「事例検
討の説明のポイント」の①～③を受講者に伝えます。

1

2

3

進め方の説明

（スライド番号） 136→139

− 206 −



ようになった。そのことについて、先月、他部署から配属された売り場の主任から度々注意されるが、
その都度口論となってしまう。主任はとても真面目な人で真剣に怒っている様子だ。
Ａさんは主任と話した後、業務時間中でも不機嫌な態度をとってしまい、お客様への対応にも表れて

しまうとのことであった。

大学を卒業して、就労支援センターの職業準備訓練を終了した後に、ジョブコーチ支援を活用して、
地元のスーパーマーケットに採用されて６カ月目。
ジョブコーチがフォローアップで訪問した際の様子では、仕事にも慣れてきて、表情にも余裕が感じ

られるようになっていた。
Ａさんは、性格も穏やかで就労支援センターに通っている時も、準備訓練支援員から良い評価を受け

ていた。

ジョブコーチが「よかった」と安心していると、支援開始の時から、よく声をかけてくれていた一人
のパート社員がジョブコーチに話しかけてきた。

そのような不安を感じつつ、しかし「職業準備訓練ではあれほど穏やかであったＡさんがなぜ？」と
思いながら、Ａさんをつかまえ、作業の合間にＡさんの話を聞いた。

Ａさんは、大学で就職活動に苦労して、卒業してそのまま、職業準備訓練に通った。アルバイトや就
職の経験がないまま、初めてスーパーで働いている。お客様に応対する職場では、言葉や表情、姿勢

ジョブコーチは、パート社員の方からの話を聞いて、びっくりしながらも、いろいろ今までのことを
ふりかえって考えた。

Ａさんからは、「面倒くさい」という発言は、職場を和ますための冗談として言っていることが分
かった。学生の時にもよく言っていたし、スーパーに就職した時も、昼休みに言うと笑ってくれる人が
いたため、時々言っているとのこと。しかし、主任から、そのことを咎められて、言い合いになってし
まい「冗談だ」と伝えたのだが、主任は聞いてくれず、そのうちイライラが募り、不機嫌になっていた
ようである。

事例の問いかけポイントや回答例

●Ａさん ２３才 発達障害

「作業訓練場面でどのようなアセスメントが必要であったか。」回答例検討課題①

「作業訓練場面でMWSを効果的に使う方法はあったか。」回答例検討課題②

作業場面を職場に近い環境にしたうえで、Ａさんのストレスや疲労が強くなった状況で、
作業態度、作業の集中力、作業の意欲などに変化があるかを確認するなど、職場環境の構造
化を図ったうえでの職場定着上の課題の確認が必要であった。

職業経験が少なかったことを勘案し、MWSの遂行計画を自分で立案し、進行状況を適宜、
支援アシスタントに報告してもらうなど、単に指示されるだけではなく、作業の進捗に関す
る責任感の向上や、正確に作業を遂行するための工夫の経験など、職業意識を高めるための
訓練課題を設定したうえで、その訓練結果をアセスメントに役立てられなかったか。

この分析は本当に正しい？ 本人のコミニケーション力に適した環境ですか？

などが会社の評判につながっていくことが、まだ十分には分かっていなかったかもしれない。

また、入社直後は緊張感により抑えられていた感情が、仕事や職場環境に慣れるにつれて、勤務態度
に出てしまったのかもしれない、そのようなときに主任からの指摘を受け入れることができず、感情的
で不安定な態度になったのではないか？

単に発言内容を注意して抑制するだけでは行動を改善できないＡさんにとって効果的な支援は何？

どのような環境で穏やかになる？ 現在の就労先との違いは何？

その人の話では、Ａさんは最近、業務時間中でも「面倒くさい」、「疲れた」などの発言が見られる
就労支援センターでは？

赤枠は講師の受講者に対する問いかけポイントです。

（
これは進め方ではないので、タイトルを見直しました。
（タイトルの様式も前のスライドと弁別するため見直し
ました）

（スライド番号） 140→142
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第２回
（
セミナーの名称は報告書とぶれないようにしてください。

現時点での報告書は、各回の名称を定めるまではいって
いないという記載になっています。
したがって、この名称を使うのであれば、こちらで対ツ
してください。
（作業訓練か、作業トレーニングか、学習テキスト、研
修資料にも影響する話になります）

ＴＰ 作業訓練
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特性の現れ方、作業遂行力の把握

段階的なトレーニングの実施

補完手段・補完行動等の適切な行動を形成

ＭＷＳによる訓練の
ポイント

ストレス・疲労への対応を行う

十分にフィードバックする

ＭＷＳを支援の中で効果的に使うために
効果的な支援に向けた
意見交換

自己紹介

はじめに
トータルパッケージ

トータルパッケージの
基本的考え方

14：00

14：45

14：55

15：30

15：40

16：20

16：20

17：00

休憩 ５分

第２回 TP 作業訓練のセミナー
（プログラム例）

プログラムのねらい
このプログラムは、MWS（訓練版）を使った作業訓練期間において利用者の作業特性を把

握する方法や、補完手段・補完行動を獲得するための支援方法、そして作業遂行力だけでは
なく、ストレス・疲労の対応に関する作業訓練の方法を学習するために設定されています。

プログラム実施上の留意点

MWSを使って作業訓練を行う場合に、TPには段階的なプロセスがあることを説明します。
また、そのプロセスごとの目的を理解することが重要であることを説明します。

休憩 １０分

意見交換

意見交換

ストレス・疲労へ
の訓練のポイント

− 210 −



「TPの基本的考え方」（自己紹介・はじめに・TP）の進め方（講師の説
明の流れ）

「自己紹介」のすすめ方

自己紹介のねらい

講師はTPチェックリストを使いながら、受講者それぞれの作業訓練場面でのTP活用状況
を確認します。
受講者には事前にTPチェックリストの記入を依頼しておき、自己紹介の時に各自のTP

チェックリストの記入結果を報告してもらいます。
受講者は自身の活用状況と、他の受講者の活用状況の比較ができ、今後の活用に向けた

参考とすることができます。

受講者の中には、作業訓練場面で、MWSを作業耐性（作業によって辛抱や我慢を体得し
てもらう）向上のツールとして使っている場合もあると思われます。
この場合も、利用者の支援目的と合致していれば、間違いとは言えませんが、TP本来の

目的は、利用者が支援目標に向かって段階的に成功体験を積み重ねられるように支援するこ
とです。受講者のMWSに関する認識がずれていれば、修正できるようなきっかけとなる説
明を行ってください。

利用者が感じる不安や喪失感に対応することは大切であり、そのために、フィードバッ
クの方法や利用者との相談のあり方を工夫することは重要であること

TPでは、利用者と支援者が協力しながら課題への解決方法を導き出すことが重要であり、
一緒にTPをすすめていくことが推奨されていること

TPは、作業遂行力の向上、ストレス・疲労の対処方法の獲得などを目指しており、獲得
感を利用者が感じられるような支援を行うことが重要であること

1

2

3

「トータルパッケージ」で受講者に理解してもらいたいポイント

トータル
パッケージ

自己紹介

はじめに

意見交換

トータルパッケー
ジの基本的考え方

この伝達内容を伝
達プログラムに組
み込んでいるねら
い、ポイントを以
下のとおり説明し
ます。

(スライド番号)    ４

(スライド番号)    ５

(スライド番号)６→8

進め方の説明

（スライド番号）4→８

「はじめに」で受講者に理解してもらいたいポイント
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「TPの基本的考え方」（意見交換）の進め方（講師の説明の流れ）

意見交換の進め方

自己紹介
はじめに
トータルパッケージ
意見交換

トータルパッケー
ジの基本的考え方

この伝達内容を伝達プ
ログラムに組み込んで
いるねらいを以下のと
おり説明します。

意見交換のねらい

MWSを使った作業訓練の方法や、訓練中の利用者の支援方法について
情報交換を行う時間として、またMWSで作業訓練をする際に感じている
疑問点を整理する時間として有効に意見交換を行うことがねらいです。
全体の時間配分に留意しながらテーマや配分時間を設定してください。

加えて、MWSを使った作業訓練の方法に加えて、MWS以外のツールを
使って作業訓練全体をどのように実施しているかを情報共有することも意
見交換のねらいです。

（スライド番号）9

（スライド番号）9
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「MWSによる訓練のポイント」（特性の現れ方、作業遂行力の把握）の
進め方 （講師の説明の流れ）

伝達主旨

ＭＷＳを使った作業訓練を実施する時のポイントを理解することを目的としています。

1

2

3

継続的な作業観察ができるため、より特性の把握が確実に行えます。

段階的な支援が可能であるため、利用者の状況に応じて、適切な課題設定が可能で
あること理解をしてもらいます。

作業訓練は補完方法や対処方法を確実に獲得するまで支援を継続することが可能で
あることを理解してもらいます。

〇MWS簡易版で把握された以下のアセスメントの結果を訓練場面でいかすこと
ができます。
➢ 利用者の嗜好に基づく作業の選択
➢ 訓練場面における作業の難易度の設定
➢ 訓練場面で発生するエラーの予想
➢ 訓練場面で必要となる補完手段・補完行動の想定

〇MWSによって作業訓練を行うことによって
➢ 補完手段・補完行動が定着しやすい
➢ 職場で発生するストレスや疲労に対する対処方法が定着しやすい
➢ 訓練の環境において利用者に必要な構造化を検討することがきる
上記によって利用者の職場定着を促進させていくことができます。

ＭＷＳ訓練版の活用ポイント（講師の説明の参考にしてください）

研修の進め方をスラ
イドの流れにそって
説明します

特性の現れ方、作業遂行力の把握

段階的なトレーニングの実施

補完手段・補完行動等の適切な行動を形成

ＭＷＳによる訓練
のポイント

（スライド番号)11→25

（スライド番号）11→25

進め方の説明

（
アセスメント結果を何に活かすか、という観点からの記
載にしています。

受講者に理解してもらいたいポイント
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【スライド】

MWS（訓練版）を活用するメリットの３点を説明することで、
作業訓練でのＭＷＳ活用のポイントを理解させます。

評価、訓練にあたっては実際の職場に近い実務的な場面の
環境を設定することが重要で、条件統制的な環境とする場
合と、より実践的な環境とする場合があることを説明しま
す。

ミスやエラーの把握が効果的なものになるためには、作業
（支援）場面の設定に当たって、４つの留意点があること
を説明します。

面接・調査、心理的・生理的検査、個人でのワークサンプ
ルの作業では把握できない情報を作業訓練の場で把握でき
ることを説明します。そして行動観察は、様々な場面での
利用者の行動をありのままに記録して、その職業的諸特性
を明らかにする。とりわけ、言語表現が十分にできない者
などについては、この行動観察による評価が有効であるこ
とを説明します。

「ＭＷＳによる訓練のポイント」（特性の現れ方、作業遂行力の把握）の
進め方（講師の説明の流れ）

【講師が伝える内容】

「ＭＷＳによる訓練のポイント」（特性の現れ方、作業遂行力の把握）

特性の現れ方、
作業遂行力の把握

意見交換

段階的な
トレーニング
の実施

補完手段・
補完行動等
の適切な行動
を形成（スライド番号）

11→25

（スライド番号）11→12

（スライド番号）13

（スライド番号）14

（スライド番号）15→16

（スライド番号）
27→41

（スライド番号）
43→45

（スライド番号）11→25

（スライド番号）11→12

（スライド番号）13

（スライド番号）14

（スライド番号）15→16

− 214 −



【スライド】

利用者の特性・作業能力の把握にあたって、スライドに
示している観察のポイントを確認します。

個々の利用者のニーズに合わせて柔軟に組み合わせ、
利用者毎の「職務」として実施することが可能となっ
ていることを説明します。そして、作業訓練開始前に
MWS簡易版や、その他のアセスメントの情報をもとに
効果的な作業訓練課題の検討を個々に行うことがポイ
ントであることを説明します。

MWSは簡易版と訓練版があり、適切なものを選択する
よう説明します。

ミスやエラーの原因を把握する際には、「障害があるか
らできなかった」「間違ったのは本人の力」などとして
しまうと、利用者個々にとって適切な補完手段が検討で
きないため、MWSでは、課題分析等の手法を活用しな
がら、具体的に原因を把握することが推奨されています。
評価の機能としてだけではなく、訓練を行うことや、そ
の効果を確認することを通して、利用者の作業遂行力向
上に向けた、学習機会を設定し、実施することを説明し
ます。

【講師が伝える内容】

（スライド番号）17→18

（スライド番号）19→20

（スライド番号）25

（スライド番号）22→24

（スライド番号）21

（スライド番号）25

（スライド番号）22→24

（スライド番号）21

（スライド番号）17→18

（スライド番号）19→20

MWS訓練版では、利用者が作業を行う時に集中力を
持続できる時間を把握することができ、グラフなどで
それを視覚化できることを伝えます。
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「MWSによる訓練のポイント」（段階的なトレーニングの実施）の
進め方（講師の説明の流れ）

研修の進め方をスラ
イドの流れにそって
説明します

特性の現れ方、作業遂行力の把握

補完手段・補完行動等の適切な行動を形成

MWSによる訓練の
ポイント

伝達主旨

MWSを使った段階的なトレーニング（作業訓練）を実施する時のポイントを理解する
ことを目的としています。

スライド番号27→41
段階的なトレーニングの実施

（スライド番号）27→41

進め方の説明

（
訓練か、トレーニングかによって表記が変わる可能性が
あります。

（
理解してもらいたいポイントと留意点に以下のような重
複感があります。
段階的なトレーニングを実施する際の留意点の①、②
受講者に理解してもらいたいポイントの①
段階的なトレーニングを実施する際の留意点の
者に理解してもらいたいポイントの②
これらは統合できないでしょうか？
（

1

2

3

訓練は、シングルケースデザインを活用して、段階的（簡単な職務の作業環境から、
難易度を上げた職務、実際の職場に近い設定の環境へ徐々に移行）に行います。

作業遂行能力を高めるとともに、利用者の自発性を高めたり、セルフマネージメント
スキルを獲得するための訓練の方法もあります。

段階的なトレーニングの実施にあたっては、利用者が獲得感や成功体験を積み重ね
ていると実感できる支援を行うことが求められ、特にフィードバックのあり方が非
常に重要です。

次の目標に意欲的に取り組めるよう、段階的な目標の設定や支援計画の検討について
は利用者と共同で行うことが効果的です。

４

受講者に理解してもらいたいポイント
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【スライド】

MWSの効果測定ではシングルケースデザインであ
るＡＢＡデザインを使うことを、具体例も含めて
説明します。

シングルケースデザインでは、支援の前後におけ
る利用者の状態の変化を比較することや、支援前
の状態からの目標到達度を把握することで、客観
的に支援の効果測定を行うことができること、ま
た、客観的な効果測定には目標を事前に設定する
ことが重要であることを説明します。

MWSの効果測定ではシングルケースデザインのＡ
ＢＡデザインを使って訓練を行う際に留意するこ
とについて説明します。

元の解説では、
かりません。
また、スライド自体は
す。分けて掲載している意図がわかりません。（このスライドは
削除しても良いと思います）

（修正案）
MWS
易度を上げた職務、実際の職場に近い設定の環境に移行させるプ
ロセスを経ることを想定していることを説明します。

MWSは、最初は簡単な職務で個別な作業環境から、
段階的に難易度を上げた職務、実際の職場に近い
設定の環境に移行させるプロセスを経ることを想
定していることを説明します。

「ＭＷＳによる訓練のポイント」（段階的なトレーニングの実施）の進め方

段階的な
トレーニング
の実施

補完手段・
補完行動等
の適切な行動
を形成

（スライド番号）
27→41

特性の現れ方、
作業遂行力の
把握

（スライド番号）
11→25

説明済みです
（スライド番号）

43→45

「ＭＷＳによる訓練のポイント」（段階的なトレーニングの実施）
【講師が伝える内容】

（スライド番号）27

（スライド番号）28

（スライド番号）30

（スライド番号）31

（スライド番号）27→41（講師の説明の流れ）

（スライド番号）27

（スライド番号）28

（スライド番号）29

（スライド番号）30→31
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【スライド】

MWS訓練版による作業訓練の事例を説明をします。
（他の事例に変えても差し支えありません）。

MWSの作業訓練は、最終的に指導者がいなくても、利
用者自身が課題を解決できるよう、段階的なセルフマ
ネ－ジメントスキル（最初は支援者がサポートし、最
終的に自分で必要な手段・行動を行えるようにする）
を獲得することを想定した訓練であり、セルフマネー
ジメントスキルの獲得自体、作業訓練の目標設定にも
なりえることを説明します。
また、スライドではストレス・疲労のセルフマネージ
メントについて説明していますが、セルフマネージメ
ントスキルは作業遂行力の向上（補完方法の定着）に
ついても獲得されるものであることを説明します。

具体的な事例を説明して理解を促します。

セルフマネージメントスキルの獲得について、具体的
な事例を示すともに、段階的にトレーニングしていく
ものであることを説明して理解を促します。
また、支援者と利用者が協力しながら進めていくもの
であることを併せて説明します。そして、目標や計画
に対して意欲的に取り組めるように支援するポイント
を説明します。

「作業前のアセスメントで、事前にどのような構造化が必要かイ
メージしておくこと」の意味がよくわかりません。
スライドのイラストでは
「実際の職場を想定して、複雑な

スライド欄の矢印がスライドの省略を示すのであれば、一番上の
矢印は不要です。

（スライド番号）35→36

（スライド番号）36→37

（スライド番号）32

（スライド番号）33

（スライド番号）34

（スライド番号）35

（スライド番号）36→37

【講師が伝える内容】
（スライド番号）32

（スライド番号）33

（スライド番号）34

ストレス・疲労のセルフマネ－ジメントについては指
示→選択→自発→協調の４段階があり、利用者一人一
人によって目標となる段階に違いがあってよいことを
確認します。
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【スライド】

目標設定と目標のクリアの積み重ねが達成感に
つながることを説明します。

MWSは、段階的な学習により利用者が成功体験
を積み重ねていくことができること、成功体験
が確実にを得られるよう、ＭＷＳのレベルを選
択できること説明します。

課題だけの提示では不安感が強くなるだけであ
り、不安を獲得感や肯定感に変えることができ
るような支援を行うべきことを説明します。

不安を獲得感や肯定感に変えるためには、何が
達成できたのかを、フィードバックすることが
重要であることを説明します。

（スライド番号）38→39

（スライド番号）40

（スライド番号）41

（スライド番号）42

【講師が伝える内容】

（スライド番号）40

（スライド番号）41

（スライド番号）42

（スライド番号）38
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「MWSによる訓練のポイント」（補完手段・補完行動等の適切な行動を形成）
の進め方（講師の説明の流れ）

補完手段・補完行動等の適切な行動を形成するための支援は、第１回の伝達プログラム
で説明していますが、作業訓練時での支援のポイントを説明します。

特性の現れ方、作業遂行力の把握

補完手段・補完行動等の適切な行動を形成

ＭＷＳによる訓練
のポイント

伝達主旨

段階的なトレーニングの実施

（スライド番号）43→45

この伝達内容を伝
達プログラムに組
み込んでいる主旨、
ポイントを以下の
とおり説明します。

（スライド番号）43→45

補完手段・補完行動等の適切な行動を形成する際の留意点

MWSの補完方法は、「行動」、「ツール」、「周囲の手助け」に分けることで、
検討しやすくなります。

補完方法導入のタイミングを行動の前・途中・後に分け、適切なタイミングを検討
します。

補完方法は利用者の働く職場でも活用できる方法を検討します。

補完方法の定着のためには、利用者が補完方法が「役立った」と思える経験の蓄積
が重要です。

３

１

２

４

講師は以下の留意点を受講者に伝えてください。

進め方の説明

（
「必要な時間をかける」というのは①の「時間をかけた
支援が可能」と重複しているのではないでしょうか？

1

2

3

作業訓練では、利用者が補完手段・補完行動等を定着させるまでの時間をかけた支援
が可能であること

作業遂行能力を高めるために、作業訓練期間において評価→訓練→再評価のサイクル
を実施することで効果的な支援が行えること

補完手段・補完行動等の適切な行動を形成するためには、作業訓練期間中の成功体験
の積み重ねが必要であること

受講者に理解してもらいたいポイント
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「ストレス・疲労への訓練のポイント」（十分にフィードバックする）
の進め方（講師の説明の流れ）

1

2

3

利用者の行動の直後にフィードバックすることが効果的であること。

作業訓練場面でも、利用者が課題をうまく乗り越えられた時には、その都度フィード
バックすることが重要であること。

行動の結果だけではなく、行動の過程で努力してきたことなどもフィードバックの
対象になること。

（スライド番号）48→53

TPでは十分にフィードバックする（不安・ショックへの対応を行う）ことは効果的な
支援を行うために重要なポイントであると考えられています。
ストレス・疲労に対する訓練のポイントとして、フィードバックが重要であることを

受講者に理解してもらうことが目的です。

伝達主旨

進め方の説明
この伝達内容を伝達
プログラムに組み込
んでいる主旨、ポイ
ントを以下のとおり
説明します。

ストレス・疲労への対応を行う

十分にフィードバックする

MWSを支援の中で効果的に使うために

ストレス・疲労へ
の訓練のポイント

意見交換

効果的な支援に向
けた意見交換

（スライド番号）48→53

作業訓練場面での利用者の望ましい行動は適切にフィードバックする（賞賛・誉める）
ことが重要であること。

4

5 望ましい行動を「賞賛」、「誉める」ことを利用者自身が出来るように促すことが、
利用者のセルフマネージメントスキルの獲得に役立つこと。

（
③と④は同じことを切り口を変えて言っているのではな
いでしょうか。

（
研修資料への意見として「
使うために」を「ＴＰを支援の中で効果的に使うため
に」に見直すよう意見を出しています。
変更によってはこのページ以降４ページ分の表記を見直
す必要があります。

受講者に理解してもらいたいポイント
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「ストレス・疲労への訓練のポイント」（ストレス・疲労への対応を行う）
の進め方（講師の説明の流れ）

ストレスや疲労を継続的に把握したり、分析する時に役立つMSFASのシートと活用方
法を受講者に知ってもらうことが大切であること

1

2

3

利用者が作業時に感じるストレス・疲労の特徴を把握したうえで、支援者と利用者が
情報共有することが大切であること

作業訓練の経過ごとに、定期的に振り返りを行い、ストレスや疲労の特徴やアセスメ
ントの結果を継続的に把握することが大切であること

（スライド番号）55→77

TPでは、ストレス・疲労に対する対処方法を獲得するために、作業訓練場面において、
MWSとMSFASを効果的に活用することが推奨されています。

MSFASで整理した利用者のストレス・疲労に関する情報と、MWS訓練版を実施したうえ
で把握できた訓練場面でのストレスや疲労の様子を比較することで、合致している点や、違
いがある点を確認していきます。
確認した結果は、利用者にもフィードバックし、利用者自身のストレス・疲労に対する認

識の深化につなげていきます。
このTPのストレス・疲労への作業訓練時の支援方法を理解してもらうことが目的です。

伝達主旨

進め方の説明

この伝達内容を伝達
プログラムに組み込
んでいる主旨、ポイ
ントを以下のとおり
説明します。

ストレス・疲労への対応を行う

十分にフィードバックする

ＭＷＳを支援の中で効果的に使うために

ストレス・疲労へ
の訓練のポイント

意見交換

効果的な支援に向
けた意見交換

（スライド番号）55→77

4

5

ストレス・疲労の対処方法を、利用者が徐々にセルフマネ－ジメントできるように支
援することが求められること

ストレス・疲労の対処方法の検討にあたりMSFASのシートを活用する際に必要となる
機能分析（応用行動分析）の考え方

受講者に理解してもらいたいポイント
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「効果的な支援に向けた意見交換」（ＭＷＳを支援の中で効果的に使うために）
の進め方（講師の説明の流れ）

1

地域障害者職業センターが行っているマルチタスクについては、複数の作業課題を
同時進行で行なうマルチタスクという訓練方法であるため、受講者にとって新しい
MWSの活用方法であり、非常に関心が高いと思われます。
マルチタスクについて、「実際の活用場面を見学したい。」、「マルチタスクの進

め方を教えてほしい」などの要望が受講者から聞かれた場合は、最寄りの地域障害者
職業センターに相談してみることを勧める必要があります。

（スライド番号）79→92

「効果的な支援に向けた意見交換」の「MWSを支援の中で効果的に使うために」では、
作業訓練にMWSを活用している支援機関の事例を紹介します。
支援機関の活用の実例をもとに、効果的にTPツールを活用するために必要な考え方を

受講者に理解してもらうことが目的です。

伝達主旨

進め方

この伝達内容を伝達
プログラムに組み込
んでいる主旨、ポイ
ントを以下のとおり
説明します。

ストレス・疲労への対応を行う

十分にフィードバックする

ＭＷＳを支援の中で効果的に使うために

ストレス・疲労へ
の訓練のポイント

意見交換

効果的な支援に向
けた意見交換

（スライド番号）79→92

（
「
れば、この部分の表記も修正が必要です。

（
ここに記載されていることはポイントではなく、事例の
解説ではないでしょうか？
ポイントというのであれば、

①
いう訓練方法があること

②
数のツールを活用して支援を行い、その支援結果を互い
に連動させることができること

といったことではないでしょうか。

受講者に理解してもらいたいポイント
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「効果的な支援に向けた意見交換」（意見交換）部分の進め方（講師の説明の流れ）
（スライド番号）93

進め方

この伝達内容を伝達
プログラムに組み込
んでいる目的、ポイ
ントを以下のとおり
説明します。

ストレス・疲労への対応を行う

十分にフィードバックする

ＭＷＳを支援の中で効果的に使うために

ストレス・疲労へ
の訓練のポイント

意見交換
効果的な支援に向
けた意見交換

（スライド番号）93

意見交換の進め方

MWSを使った作業訓練の方法や、作業訓練期間中の利用者の支援方法について地域
障害者職業センター等の事例を紹介しています。

紹介した事例の情報をもとにして、受講者が「今後の作業訓練でMWSをどのように
活用したいか」等の情報交換を行う時間としていきます。

また、MWSを活用して効果的に作業訓練をするために、他機関の受講者の実例や、
講師に聞いてみたいこと等の意見や情報を交換する時間として設定することも有効で
あるため、全体の時間配分に留意しながらテーマや配分時間を任意に設定してくださ
い。

また、MWSを使った作業訓練の方法に加えて、MWS以外のツールなどを使って、支
援機関全体の就労支援をどのように実施しているかを情報共有することも大切です。
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第３回

ＴＰ セルフマネージメント

− 225 −



第３回 ＴＰ セルフマネージメントのセミナー
（プログラム例）

休憩 １０分

問題行動をアセスメントするための視点

機能分析を理解しよう

事例検討①・
機能分析

事例検討事例検討②

15：25

16：15
16：15

16：30

14：30

15：15

休憩 ５分

事例で学ぶセルフマネージメント・トレーニングの流れ

就労支援機関の方からよくいただくご質問

セルフマネージメン
ト・トレーニングの流
れ

セルフマネージメント・トレーニングの流れ（ストレ
ス・行動の対処）

質問・意見交換

情報交換

本日のテーマ

作業遂行能力を向上させるセルフマネージメント

作業遂行能力を向上させ
るセルフマネージメント

13：30

14：25

このプログラムは、MWSを使った作業訓練の際、利用者がMWSに意欲的に取り組まなく
なった（実施を嫌がる、意欲が低下する）場合に、MWSを単なる作業課題とするのではなく、
違った視点（利用者の自発的な行動を引き出す支援ツール）から活用できるようになるため
に設定されています。

このプログラムでは自己紹介や情報交換、事例検討などを多く盛り込んでおり、受講者が
能動的に参加するプログラムになりますが、参加者が多い場合には、それぞれの意見を共有
しようとすると、時間がオーバーしてしまうため工夫（限定的な共有・情報交換の縮小）が
必要です。

（
第２回では「作業トレーニング」という用語が多く使わ
れていました。作業トレーニングに統一するのであれば、
この部分の表記の見直しも必要になります。その際、学
習テキスト、報告書本文、研修資料も統一してください。

プログラムのねらい

プログラム実施上の留意点
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作業遂行能力を向上させるセルフマネージメント（自己紹介・本日のテーマ）
の進め方（講師の説明の流れ）

研修の進め方をスラ
イドの流れにそって
説明します

情報交換

本日のテーマ

作業遂行能力を向上させるセルフマ
ネージメント

作業遂行能力を向
上させるセルフマ
ネージメント

「情報交換・本日のテーマ」の段階では、
①セミナー全体の流れと休憩時間の確認
②テーマが「セルフマネージメント」であることの認識の共有
③自己紹介や情報交換による受講者のTPの活用状況の確認

を行います。
受講者が目的意識を持ち、以後のセミナーの内容に積極的な関心を持つための大切な
時間になります。

1

2

3

セルフマネージメントのあり方は、一人一人違うため、その人にあったセルフマネー
ジメントを目標にすることが重要であることです。

単に作業を黙々と辛抱して行うことがMWSの目的ではなく、個々の人の職業的自立
度を高めることが目的であることです。

エラーをその都度指摘するだけなく、そのエラーをなくするための行動が成功体験とし
て感じられるような、経験の変換を行っていくことが重要であることです。

（スライド番号）3

（スライド番号）4→10

（スライド番号）3→10

進め方の説明

伝達主旨

受講者に理解してもらいたいポイント
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作業遂行能力を向上させるセルフマネージメント（自己紹介・本日のテーマ）

【導入】のスケジュール

【スライド】

赤字の部分が目的になるのではないでしょうか？
（元の文では「目的」に言及していないと思います）

この時間配分は正しいのでしょうか？
第
す。ご確認ください。

作業遂行能力を向上させるセルフマネージメント（自己紹介・本日のテーマ）の
進め方（講師の説明の流れ）

【講師が伝える内容】

セルフマネージメントができるようになるための支援技
法がセルフマネージメント・トレーニングであり、それ
について理解を深めることが本日の「目的」であること
を説明します。併せて、セルフマネージメントとは職場
で支援者が常にサポートしなくとも、利用者が自ら行え
ることを自発的に行うことで、これにより職場適応が促
進されることを説明します。

次々ページ「情報交換のねらい」を参照してください

セルフマネージメントが必要な場面は様々で、個人の社
会的なスキル・経験・障害状況等により異なってくるこ
と、したがってその人に必要なセルフマネージメントス
キルを獲得することが重要で、一律なスキルの獲得を目
指すものではないことを説明します。

（スライド番号）3

（スライド番号）4

（スライド番号）5

情報交換 本日のテーマ 作業遂行能力
を向上させる
セルフマネージ
メント

伝達プログラム
開始

（スライド番号）
3

（スライド番号）
４→10

（スライド番号）3→10

（スライド番号）3

（スライド番号）4

（スライド番号）5
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受講者へ問いかけをすることにより、セミナーへ
の関心を高め、集中してもらうためのスライドで
す。

【スライド】

前のスライドでの問いかけを踏まえ、TP本来の目的を
説明します。

できないことではなく、できていること、がんばってい
ること、成功体験をフィードバックすることがTPの支
援をより効果的なものにすることを説明します。

スライドと元の文の内容が合っていないと思います。
（修正案）

工夫していることについて意見交換をします。

このスライドで何が言いたいのかが良くわかりません。
（修正案？）

する際には、自身の障害について理解させようとするのでは
なく、自身の「困り感」について考えるきっかけになるよう
に促していくのが

MWSの作業結果をフィードバックする際、困っているこ
と、工夫していることについて意見交換をします。

意見交換を踏まえて、MWSの作業結果をフィードバックす
る際には、自身の障害について理解させようとするのでは
なく、自身の「困り感」について考えるきっかけになるよ
うに促していくのがTP支援であることを説明します。

【講師が伝える内容】

（スライド番号）6

（スライド番号）7

（スライド番号）8

（スライド番号）9

（スライド番号）10

次ページ「『みなさん話し合ってみましょう』の進め方」
を参照してください

（スライド番号）6

（スライド番号）7

（スライド番号）8

（スライド番号）9

（スライド番号）10
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最後の段落の「必要な場合は、上記についての理解を以後の
セミナープログラムの中ですすめていくように見通しを立て
ていきます。」の意味がわかりません。
（修正案）
････
意識して支援を行っているかを把握し、必要に応じて、以後
のセミナーの中で理解の促進が図られるよう、セミナーの展
開について見通しを立てます。

（スライド番号）3

MWSの作業結果をフィードバックする際、困っていること、工夫していることについ
て意見交換をし、利用者の意欲を喚起するような（減退させないような）フィーバッ
クについて考えてもらいます。

①（フィードバックは）できるだけ対象者の行動直後に行うこと。
②（フィードバックは）具体的な行動を特定し望ましいものかどうかを的確に伝

える（誉める）こと。
③（フィードバックは）適切な行動を取るまで努力してきたことも含めて伝える
（誉める）こと。

MWSの作業結果をフィードバックする際に、受講者が困っていることには以下のよう
な点があると考えられます。意見交換が活発でない場合は、講師から例示し、受講者の
発言を促します。

MWSの作業結果をフィードバックする時に、TPでは以下のような点をフィードバック
の留意事項として重要視しています。受講者にも伝えるようにしてください。

① 作業結果にエラーがあっても、利用者が気にしない(「たまたまエラーした
だけ」などという。)

② 補完手段を提案しても利用者が補完手段をやりたがらない。
③ フィードバック後に提案した補完手段が定着しない。利用者が以前のやり

方に戻してしまう。

（
2
で、進め方らしくなるよう補足しました。

受講者はセルフマネージメント・トレーニングについての情報を初めて学ぶ方も
います。
セルフマネージメント・トレーニングの伝達プログラムの導入においての情報交換

では、TPチェックリストにより受講者のTPの実施状況を確認し、受講者がどの程度
セルフマネージメント・トレーニングについて基礎的な知識を持っているのか、ト
レーニングについてどのような理解やイメージを持っているのか、また、利用者の自
発性を促進させるための働きかけを普段どのように意識して支援しているかを把握し
て、以後のセミナーの中で、一人一人の受講者の理解の促進が図られるように、セミ
ナーの展開について講師が見通しを立てることをねらいとしています。

情報交換のねらい

「みなさん話し合ってみましょう」の進め方 （スライド番号）8
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「作業遂行能力を向上させるセルフマネージメント」の進め方（講師の説明
の流れ）

研修の進め方をスライ
ドの流れにそって説明
します

自己紹介

本日のテーマ

作業遂行能力を向上させるセルフマネージメ
ント

作業遂行能力を向
上させるセルフマ
ネージメント

（スライド番号）12→25

「作業遂行能力を向上させるセルフマネージメント」では、
①TPのセルフマネージメントは、一般的な「自己管理」の意味だけではないことを説明
します。

②TPでのセルフマネージメント・トレーニングでは、自身を振り返り、→客観的に対策
を考え、→実行後には自分を強化できるといったサイクルにより、職場適応が促進さ
れ維持される状態像を考えていることを理解してもらうことが目的です。

TPにおけるセルフマネージメント・トレーニングとは何かということです。

セルフマネージメント・トレーニングの段階を踏まえた、具体的なセルフマネージメン
ト・トレーニングのイメージについてです。

1

2

3

セルフマネージメント・トレーニングは、利用者と支援者が一緒に進めていくものの、
徐々に支援者の関与を減らしていき、最終的には利用者自身が計画できるようになる
ことを目指した段階的なトレーニングであることです。

（スライド番号）12→25

受講者に理解してもらいたいポイント

進め方の説明

伝達主旨
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作業遂行能力を向上させるセルフマネージメントの流れ

【導入】のスケジュール

【スライド】

TPのセルフマネージメントは、一般的な「自己管理」の意
味だけではないことを説明します。

TPのセルフマネージメントとは、「自身を振り返り、→
客観的に対策を考え、→実行後には自分を強化できる」
といったサイクルにより、職場適応が促進され維持され
る状態像を考えていること」であることを説明します。

TPで目指すセルフマネージメントを具体的に説明します。

セルフマネージメントは組み合わせることもでき、段階
的に獲得することもできることを説明します。

ここで言う「応用行動分析の支援技法」とは、→MWSの
ＡＢＡ’（評価期・訓練期・再評価期）サイクルや、
MSFASのシートKなどと併せた機能分析を指しているこ
とを説明します。
また、段階的に成功体験を積み重ねながら進行していく
ことが、とても重要であることを説明します。

セルフマネー
ジメントトレー
ニングの流れ

事例で学ぶ
セルフマネージ
メントトレー
ニングの流れ

質問・
意見交換

就労支援機関
の方からよく
いただくご質問

「作業遂行能力を向上させるセルフマネージメント」の進め方（講師の説明
の流れ）

（スライド番号）12

（スライド番号）13

（スライド番号）14

（スライド番号）15

（スライド番号）16

【講師が伝える内容】

（スライド番号）12→25

（スライド番号）
12→25

（スライド番号）12

（スライド番号）13

（スライド番号）14

（スライド番号）15

（スライド番号）16
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【スライド】

セルフマネージメントの各段階「指示→選択→自発→協
調」の、どの段階までを目標にするかは個々によって違
うことを説明します。そのため、利用者によっては協調
という高いレベルまでセルフマネージメントが可能な利
用者もいれば、指示の段階でのセルフマネージメントを
目標とする利用者もいることを受講者に伝えます。

TPのセルフマネージメントとは段階だけではなく、
場面によって設定することもできること、場面には
「作業準備」、「作業指示」、「作業結果」、「作業
計画」などがあることを説明します。
また、それぞれに示した段階は例であり、個々の段階
にも利用者によって違いがあることを説明します。

MWS（訓練版）は、個々の目標によって、MWSのより
上位のレベルに移行しながら、補完手段等の定着化をは
かることが目標の利用者もいる一方、一定の正確性が維
持できるようになったら、より上位のレベルに移行する
のではなく、自分で作業計画を立案して実行する作業ト
レーニングや、セルフマネージメント・トレーニングに
取り組む利用者もいることを説明します。

MWS（訓練版）によるセルフマネージメント・トレーニ
ングの留意点として下記を説明します。
①訓練版に至るまでのアセスメントや利用者の経験に基
づいて支援目標や計画を立てること。
②MWSだけでなく、MSFASやメモリーノートの活用も
必要であること。
の2点を説明します。

セルフマネージメント・トレーニングは、最初は支援者
が提示していき、次第に利用者が選択し決定できるよう
に段階的に移行していくことを説明します。
そのうえで、最終的には、利用者自身が計画立案したも
のを、周囲と協議し、実行したうえで、実行した自分自
身を強化（賞賛）できるようにトレーニングしていくこ
とを説明します。

「
ントの段階は
ることではないかと思います。

文が示した内容のスライドになっていません。
このスライドでは、より上位の作業遂行力をつけていくこと
を目指してるだけのように見えます。

文が示した内容のスライドになっていません。
このスライドでは、②についてのみ言っているように見えま
す。

（スライド番号）17

（スライド番号）18→22

（スライド番号）23

（スライド番号）24

（スライド番号）25

【講師が伝える内容】

（
先に指摘した点については解消されていないように思い
ます。

（スライド番号）17

（スライド番号）18→22

（スライド番号）23

（スライド番号）24

（スライド番号）25
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「作業遂行能力を向上させるセルフマネージメント」の進め方
（講師の説明の流れ）

研修の進め方をスライ
ドの流れにそって説明
します

TPにおけるストレスに対するセルフマネージメント・トレーニングの進め方について
です。

事例を通じた具体的なセルフマネージメント・トレーニングのイメージについてです。

1

2

3

初期の段階での支援者の支援が、利用者のセルフマネージメントの見本となることで
す。

事例で学ぶセルフマネージメント・ト
レーニングの流れ

就労支援機関の方からよくいただくご質
問

セルフマネージ
メント・トレー
ニングの流れ

セルフマネージメント・トレーニン
グの流れ（ストレス・行動の対処）

質問・意見交換

（スライド番号）27→38

TPでは、ストレスに対する段階的なセルフマネージメント・トレーニングも
「指示→選択→自発→協調」の 4段階で進めていきます。4段階の具体例をスライドを
示して、①段階的に行われること
②自身でのマネージメントが次第に増えていくこと
③ストレスに対する段階的なセルフマネージメント・トレーニングも、初期の段階で
支援者が行う指示を見本にして、トレーニングが進んだ段階で、利用者が自分自身に
指示や強化を行うことを理解してもらうことが目的です。

（スライド番号）27→38

受講者に理解してもらいたいポイント

進め方の説明

伝達主旨
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【スライド】

セルフマネージメント・トレーニングの中で、一つの
職務や役割の実行だけをトレーニングするシンプルな
プランのトレーニングのパターンを示したものである
ことを説明します。

セルフマネージメント・トレーニングの中で、職務や
役割の実行に加えて、休憩についてのセルフマネージ
メントトレーへニングも一連の流れで一緒に行う、複
雑になったパターンのトレーニングを示していること
を説明します。

報告書№57 「精神障害者等を中心とする職業リハビリ
テーション技法に関する総合的研究（最終報告書）」に
あるセルフマネージメント・トレーニングの具体例であ
り、作業種や休憩の選択肢が増えていき、最終的には自
分自身が選択ではなく、立案することを目指している例
であることを説明します。
※TPに関しては報告書や「MWSの活用のために」など
に事例が多くあるので参考としてほしいことを伝えます。

セルフマネージメント・トレーニングは、ストレスへの
対処場面にも適応でき、スライドはストレスの対処に関
するセルフマネージメントの段階を示していることを説
明します。

ストレスに対する段階的なセルフマネージメント・ト
レーニングの具体例としてスライドを示し、初期の段階
で支援者が行う指示を見本にして、トレーニングが進ん
だ段階で、利用者が自分自身に指示や強化を行うことを
説明します。

スライドには第一段階と第三段階しかないので、第四段
階とは何かがわかりません。

（スライド番号）27

（スライド番号）28

（スライド番号）29→31

（スライド番号）32

（スライド番号）33→38

【講師が伝える内容】
（スライド番号）27

（スライド番号）28

（スライド番号）29→31

（スライド番号）32

（スライド番号）33→38
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進め方の説明

事例検討の進め方

職場環境に近づける調整を行った作業訓練場面で、障害特性がどのように職場環境に
影響するかをアセスメントすることが必要である点を受講者に気づいてもらいます。

作業訓練場面であっても、作業面だけではなく、職場で感じるストレス・疲労の特徴
を把握したうえで、利用者が対処方法を獲得するための支援をする必要があることを
受講者に気づいてもらいます。

1

2

3

事例検討の説明のポイント

「事例で学ぶセルフマネージメント・トレーニングの流れ」の進め方（講
師の説明の流れ）

障害を過大・過少に自己評価している利用者へのTP支援
高次脳機能障害者の再就職の不安を軽減するためのTP支援

事例のポイント①

講師は事例の内容を受講者全員で確認した後、事例のポイント①と事例のポイント②につ
いてのセルフマネージメント・トレーニングの流れを受講者に説明します。

セルフマネージメント・トレーニングでは、MWSとMSFASを組み合わせて活用すること
が効果的であるため、それぞれの場面で活用するツールと活用目的をスライドにそって説明
します。

セルフマネージメント・トレーニングの段階的な進め方を受講者に理解してもらいます。

1

2

3

事例で学ぶセルフマネージメント・ト
レーニングの流れ

就労支援機関の方からよくいただくご質
問

セルフマネージ
メント・トレー
ニングの流れ

セルフマネージメント・トレーニングの
流れ（ストレス・行動の対処）

質問・意見交換

研修の進め方や説明の
ポイントを以下のとお
り説明します。

（スライド番号）40→54

事例のポイント②

利用者が対処方法を獲得するための支援をしたのちに、獲得できた対処方法を定着さ
せるための支援がセルフマネージメント・トレーニングであることを受講者に伝えま
す。

（スライド番号）40→54
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幕張さん（仮名）は、公園の施設管理課主任として、公園内の植木や造園などの管理を職務
としていました。

７月になり、夏のシーズンに向けた樹木の剪定作業の管理を行い、汗だくになったため、施
設内の浴室で入浴したところ、脳梗塞を発症し意識を失いました。
幸い、発見が早く、緊急搬送先の病院の適切な処置で、身体的な障害は残りませんでしたが、

軽度の記憶障害と失語があり、高次脳機能障害があるとの説明を医師より受けました。

リハビリの後に退院して、一定の経過措置後、正式に職場に復帰した幕張さんは、以前と違
う自分の状況に強い違和感を感じました。朝礼などで話す課長の指示や連絡が、スムーズに頭
の中に入ってきません。

また、樹木用の堆肥や石灰などを置いてある資材庫の鍵をかけ忘れてしまうなど、いままで
なかった行動も起こりました。不安を感じた幕張さんは、課長に相談しましたが、課長は「そ
んなこと、自分なんて何回もあるよ」と相手にしません。
それよりも以前と全く変わらない幕張さんの様子を見て、以前から考えていた昇進も再度準

備しはじめている様子でした。

今後の将来に強い不安を感じた幕張さんは、１年後うつ病を発症し、会社を離職することに
なりました。

利用者の概要

診断上の障害程度は「軽度」であっても、利用者自身は以前の自分との違いを大きく
感じている場合があります。

幕張さんは、「軽度」との診断であっても強い違和感を感じています。この違和感や
不安を軽減するためにはどのような支援が必要でしょうか。

赤枠は講師の受講者に対する問いかけポイントです。

課長が以前と全く変わらないと評価したのは、課長が障害をきちんと理解していな
かったからでしょうか。それとも本当に以前と変わらず職務を行えていたからでしょ
うか。幕張さんが「できていること」を把握することは重要です。

幕張さんが不安・ストレスを感じやすい職場環境を把握することは再発防止のために
も重要です。作業場面でどのような環境設定が必要でしょうか。

この事例は、一見、高次脳機能障害に対して理解のない職場環境に復職してしまったため
に離職につながったケースのように思えますが、本当は利用者の障害特性がどのように職務
に影響しているのか（影響していないのか）を把握しなければ、再び職場不適応につながる
リスクが大きい事例として作成しています。
この事例をもとに職場適応を促進させるためのセルフマネージメント・トレーニングの段

階的な進め方を受講者に理解してもらいます。

事例の問いかけポイント
（
これは進め方ではないので、タイトルを見直しました。
（タイトルの様式も前のスライドと弁別するため見直し
ました）

講師のまとめ

（スライド番号）40→54
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MWSを実施する時に、就職・復職後を見越した作業耐性の構築のみを意識しすぎて、
本人の意欲、やる気が重視されていない場合があります。

現在、MWSを作業トレーニングの場面で活用している支援機関では、利用者がMWS
に対する意欲・やる気を維持できずに、MWSの実施を拒むケースがあることが報告さ
れています。利用者全員一律に作業耐性の構築だけを目標・目的にするのではなく、利
用者自身の自発的な行動を引き出していくことが必要な場合もあります。

利用者が意欲をもってMWSに取り組むためには、利用者個々が自分で計画した目的
や目標にそって、日々のトレーニングを進めることが効果的です。

「就労支援機関の方からよくいただくご質問」の内容を通して上記の点についての理
解をすすめていきます。

（修正案）

が一緒に進めていくものの、徐々に支援者の関与を減らして
いき、最終的には利用者自身が計画できるようになることを
目指した段階的なトレーニングであることを理解すること

「作業耐性の構築」という言葉に違和感があります。
作業耐性というと作業への耐性、つまり作業による疲労やス
トレスへの耐性というように感じられ、もう一方の職務遂行
能力の向上のニュアンスが薄れるように感じられるためです。
イメージ的には作業遂行力の向上を重視しすぎて、利用者の
モチベーションを低下させているのではないかと感じていま
す。

事例で学ぶセルフマネージメント・ト
レーニングの流れ

就労支援機関の方からよくいただくご質
問

セルフマネージ
メント・トレー
ニングの流れ

セルフマネージメント・トレーニングの
流れ（ストレス・行動の対処)

質問・意見交換（スライド番号）55

「質問・意見交換・就労支援機関の方からいただくよくあるご質問」の進め方
（講師の説明の流れ）

研修の進め方や説明の
ポイントを以下のとお
り説明します。（スライド番号）56→82

セルフマネージメント・トレーニングに関してのいままでの説明に関して、疑問があ
ることについて受講者から質問をしてもらいます。講師が回答することで受講者のセル
フマネージメント・トレーニングについての理解を更に確実なものとしていきます。

MWSを単なる作業課題として使っていたり、アセスメントでのワークサンプルの一
つとして使用している受講者に対しては、その意識が少しでも変わるように質問への回
答を通して働きかけをしてください。

進め方の説明

質問・意見交換の進め方

就労支援機関の方からよくいただくご質問の進め方

（スライド番号）55→82
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就労支援機関の方からよくいただくご質問①

「ＭＷＳを利用者に提案しても、取り組みたがらないl利用者がいます。どのように支援
すればよいでしょうか？」

MWSを利用者に提案しても、取り組みたがらない人がいる場合、まず、利用者にとっ
て、取り組みたいと思えるような魅力的な課題設定となっているかを見直すとともに、課
題設定が利用者にとって簡単すぎたり、難しすぎるような不適切な設定となっていないか
を確認する必要があります。
そして、段階的な目標設定とすることについても留意してください。例えばセルフマ

ネージメントスキルの向上を支援する際にも、唐突に複数の事項を一日単位でマネージメ
ントするような目標設定では、その達成は難しいため、少しずつ成功体験を積み重ねなが
らMWSに取り組めるような目標設定を行う必要があります

質問 （スライド番号）57→61

回答

就労支援機関の方からよくいただくご質問②

回答
MWSの作業訓練を実施する時に、利用者の意欲を持続させるためにはフィードバックが

重要なポイントになっています。作業中やその他の場面でも、利用者にとっての課題をう
まく乗り越えられた場合には、その都度フィードバックを与えることも重要です。また、
訓練を通じて段階的に適切な方法を獲得することにより、利用者が抱きがちな喪失感・不
安感を獲得感に変えていくように支援し、促していくことも重要であるとTPでは考えられ
ています。

「利用者にMWSの作業訓練を開始しても、意欲が続かない人がいます。どのように支援す
ればよいでしょうか？」

（スライド番号）62→72質問

就労支援機関の方からよくいただくご質問とその回答例
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就労支援機関の方からよくいただくご質問③

「セルフマージメント・トレーニング実施前に、作業課題のエラーがあっても、あまり気
にせず、補完手段を取り入れようとしない利用者がいます。どのように支援すればよいで
しょうか？」

質問 （スライド番号）73→76

回答

就労支援機関の方からよくいただくご質問④

回答
まず、セルフマネージメントのあり方は利用者一人一人違うということを意識する必要

があります。そのため、利用者一人一人に応じたセルフマネージメントのあり方を考えて
いくためには、相談場面・作業訓練場面などの支援状況を、利用者と支援者で確認しなが
ら、セルフマネージメントに向けた目標設定を行うことが大切です。また、目標に向かっ
て、どのような課題設定をするのかについて、最初は支援者が利用者との共同作業で検討
していきながら、次第に利用者自身に計画立案の主体が移行していくように促していくよ
うな支援が必要です。その過程で支援者は、利用者が努力している点や、できるように
なったことについて、適切なフィードバックを行い、利用者が今までの過程で、獲得でき
たことや、成功していることを認識できるように支援することがポイントです。

「セルフマージメント・トレーニングの重要な支援ポイントを教えてください。」

（スライド番号）77→82質問

就労支援機関の方からよくいただくご質問とその回答例

課題設定について利用者の納得感は得られているでしょうか。MWSの実施にあたって
利用者にどのように提案したのかを再確認してださい。利用者が「本当は必要ない」もし
くは「本当はやりたくない」と感じている場合、エラーの原因を課題設定そのものにして
いる場合があります。また、フィードバックや目標設定のあり方も見直す必要があります。
利用者が現在行っている作業課題が、自身の目標（復職や就職場所での職場適応）に対し
て「どのように関係しているのか」、「どのような点が役立つのか」などが理解できてい
ないと、補完手段自体を取り入れる必要性を感じない利用者もいると考えられます。
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事例検討の進め方

MWSの作業結果だけで障害の有無が分かったり、障害箇所を特定できるものではあり
ません。必要に応じて医療情報を確認したり、他機関と連携することによって利用者
の職業上の特性や支援していくべきポイントを明らかにしていきましょう。

TPの目的は利用者に成功体験や獲得感を積み重ねてもらいながら、作業遂行能力の向
上やストレス・疲労への対処方法の獲得を目指して支援すること、そして利用者に適
したセルフマネージメントスキルを確立していくことにあります。

1

2

3

事例検討で受講者と理解を共有するポイント

「事例検討①・機能分析」（問題行動をアセスメントするための視点）
の進め方（講師の説明の流れ）

この事例はMWSの誤った使い方で発生するリスクを説明した事例です。
支援員のTPに関する問題行動（支援）について考える事例です。

事例のポイント①

事例の内容を受講者全員で確認した後、講師は、上記の事例のポイント①と事例のポイン
ト②について受講者に説明し、TPの支援として正しくないと考えられる支援員の行動を
（スライド番号）88及び本来どのような行動を行うべきであったかを（スライド番号）
89に書き出してもらいます。

受講者全員が意見交換した結果を（スライド番号)91の空欄を使って整理します（すべて
の欄が埋まらなくてもかまいません）。

1

2

3

事例のポイント②

この事例を極端な事例に感じる受講者もいるかもしれませんが、熱心な支援員が陥り
やすい珍しくない事例です。（思い当たることのある支援者（受講者）もいることが
考えられます。その場合は、思い当たる支援体験を共有してください。）

研修の進め方やポイン
トを以下のとおり説明
します。

問題行動をアセスメントするための視
点

機能分析を理解しよう

事例検討①・
機能分析

事例検討事例検討②

（スライド番号）84→91

受講者が書き出した正しくないと考えられる行動（支援）を全体で共有した後に、本来
どのような支援を行うべきであったかを、事例の経過をもとに意見交換します。

（スライド番号）84→91

進め方の説明

（
スライド８８、８９とありますが、気になった行動を記
載するスライドは

（
スライド９１のすべての欄とありますが、そもそも書き
込むような様式は見当たりません。

（
説明してもらいたいのは「支援者が陥りやすい事例であ
ること」だと思うので、そこを伝えるべきだと思います。
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Ａさんは勤続３０年以上の経験を持つベテラン営業マン。営業所のある地域に密着して顧客のネット
ワークを築き会社に貢献してきました。本社の営業戦略会議への出張途中に特急車両内で脳梗塞を発症し
病院に搬送。その後の入院・リハビリ期間を経て、発症９カ月後に主治医から復職の準備をすすめること
についてのＯＫが出ました。
本社の人事総務課に復職の準備をすすめたいとの意思を伝えると、人事総務課から以前他の社員が復職

する際に利用歴のあった就労支援施設の利用を勧められたため、Ａさんはホームページで確認した後に直
接連絡を取りました。
Ａさんが連絡をとった就労支援施設では、正式な通所の前に１週間の体験通所期間を設定しており、ま

ずアセスメントもかねて通所を開始することを勧められたため、人事総務課にも連絡した後に、すぐに手
続きを取り体験通所を開始しました。

利用者の概要

Ｂ支援員は、Ａさんの通所開始前に、人事総務課担当者に連絡を取り、Ａさんの復職後の職務は調整中
であること、会社はＡさんを復職させたいと考えていることを聞き取りました。
また、Ａさんから診断書を取得し、高次脳機能障害で記憶障害と行動障害（意欲や発動性の低下）が見

られることや、日常生活や社会生活は普通にできるとの診断内容を確認しました。
Ａさんの通所開始後、Ｂ支援員は、復職後にＰＣ作業ができるように、また、困難な作業を克服するこ

とで意欲や発動性が発症前の状態に戻るように、ＰＣを使った給与計算ソフトの訓練を実施しました。作
業時は自身の力で取り組む力を養成するために、極力ソフトのマニュアルを見てもらうようにし、わから
ないことをすぐ支援員に質問することを禁止しました。
しかし、作業課題開始直後からミスが多発したため、注意障害があると判断し、注意を促すために「マ

ニュアルを確認すること！」、「作業が終わったたら再チェックすること！」、「復職するために注意を
怠らないこと！」という大きな貼り紙をＰＣ画面横に貼り、作業改善を促しました。それでも、ミスが無
くならないため、ミスが無くなるまで同じ課題を繰り返し実施して、意識と緊張感を持続するよう指導し
ました。
また、ミスが無くならないのは、確認不足が原因と考えられたため、一つ一つの入力に指さし確認を義

務付け、作業経過３０分ごとに３回確認することを必須としました。そのうえで、チェックの効果がＡさ
んに分かるように、ミスの発生状況のフィードバックを作業の都度行いました。

支援の概要

Ａさんは、自分自身の障害により職務を正確に行うことが困難であることに強い喪失感を感じ復職す
ることに強い不安を感じるようになりました。
また、自身の復職が困難であると感じるようになってからは、施設利用にも意味を感じなくなり、継

続通所はしない旨を施設に伝えました。
その後、Ａさんは、通院している病院のリハビリ仲間から、転職の話や、復職後の苦労の話を耳にす

るようになり、自身でも、今後どのようにしてよいか判断がつかないまま、長期間の休職期間をすごす
こととなりました。

利用者の経過

なぜ不安や喪失感を感じるようになったのでしょうか？

このような経過の利用者に適切な課題設定とは？

どのような支援を行うべきだったのでしょうか？

（
支援の概要については、研修資料の方で分量を減らすよ
う意見を出しているので、それを反映しています。

（
これは「進め方」ではないので、タイトルを見直しまし
た。
（タイトルの様式も前のスライドと弁別するため見直し
ました）
事例は資料を見ればわかることなので、問いかけるポイ
ントを強調しました。

事例の問いかけポイント （スライド番号）84→91
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「事例検討①・機能分析」（機能分析を理解しよう）の進め方
（講師の説明の流れ）

問題行動をアセスメントするための視
点

機能分析を理解しよう

事例検討①・
機能分析

事例検討事例検討②

（スライド番号）93→123

TPにおいて機能分析は重要な分析手法です。MWSの作業場面などで課題となってい
る利用者の行動の原因を分析することで、解決方法を具体的に考えていきます。
行動の原因を利用者の内面だけでなく、環境面からも検討するため、支援の際に、利

用者・作業環境の双方からいろいろな支援方法を検討することができることを理解して
もらうことが目的です。

研修の進め方やポイン
トを以下のとおり説明
します。

（スライド番号）93→123

進め方の説明

伝達主旨

「事例検討・機能分析」（機能分析を理解しよう）の説明で受講者に理解
してもらうこと

機能分析では課題となる行動そのものだけではなく、課題となっている行動の直前や直
後に何が起こっているかを観察することが大切であること

問題行動が「増えている」時は、課題を減らすための支援方法を検討し、よい行動が
「減っている」時は、よい行動を増やす支援を検討することが必要であること。そのた
め、行動の増減を観察することが大切であること

1

2

3

行動の表面的な見た目だけでなく、「その行動をなぜ行うのか」、「その原因は何
か」を考えること。そのために、行動の直後に起こった「行動の結果」をよく観察す
ること

4
MWSの補完方法の検討では、機能分析の考え方に基づき、行動のきっかけや結果に着
目するため、普段行っている支援で把握できることが参考になること。また、補完方
法は利用者が既に経験済みである場合もあること

5
機能分析を行う時は「正解」を気にしすぎずに、まずやってみることが大切なこと。
また、TPでは機能分析について一人で考えるのではなく、複数で力を合わせて考える
ことが推奨されていること

受講者に理解してもらいたいポイント

（
この「既に経験済みである場合もあります」の意味がわ
かりませんでした。誤解しているようであれば修正して
ください。
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事例検討② 事例検討の進め方

「事例検討・機能分析」（事例検討②）の進め方の説明方法

事例検討②の進め方（講師の説明の流れ）
（スライド番号）124

問題行動をアセスメントするための視点

機能分析を理解しよう

事例検討①・
機能分析

事例検討事例検討②
（スライド番号）124

研修の進め方や
ポイントを以下
のとおり説明し
ます。

【事例の概要】
Ｃ事業所では、復職支援を、MWS簡易版・訓練版を取り入れて行っています。ある時、

あなたは、後輩の指導員から次のような質問をうけました。
「MWSを使って支援する時に、訓練期にエラーが発生したため、利用者に対して補完

方法を提案したが、復職後の職務と全く違うことを理由に補完方法を取り入れようとしま
せん。そのような利用者に対して、どのように支援をすればよいですか？」

本事例は受講者が提案する補完手段を取り入れようとしない利用者への対応を検討するこ
とを目的に作成した事例です。
いままでの伝達内容のまとめとなる事例検討です、利用者が支援者の提案する補完方法を

受け入れるために、

進め方の説明

以下の３点について意見交換をしながら、事例検討を進めてください。

①どのようなフィードバックをしている必要があるか
②どのような目標設定をしている必要があるか
③作業環境を段階的にどのように設定していくのか
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研修の効果測定ツール
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研修の効果測定ツールの活用方法

TPチェックリスト

満足度アンケートは、研修実施直後に研修受講者に対して実施するアンケートです。
研修受講者に自由記述によって、TPや研修に対する感想や意見、今後TPで実践してみたい
ことを記述してもらうとともに、研修の学習内容についての感想を「非常にそう思う」、
「そう思う」、「どちらともいえない」、「そう思わない」、「非常にそう思わない」の
５段階で評価してもらうことで、今回実施した研修の満足度や、次回の研修実施に向けた
課題点を把握することができます。

獲得度テストは、研修実施前後に研修受講者に対して実施し、TPに対する理解の深まり
を確認するためのテストです。
研修開始前、または開始直後に、研修受講者に対して事例１を提示して、事例に適した

原因や解決策をいくつ挙げられるか記述してもらいます。
研修終了時や終了後に、研修受講者に対して事例２を提示して、事例に適した原因や解

決策をいくつ挙げられるかを記述してもらい、研修の実施によって原因や解決策の記述内
容にどのような変化が見られたかを把握します。
事例１と事例２に対する記述内容を、研修受講者と研修講師が一緒に比較や検討をする

ことができます。研修受講者が挙げた原因や解決策の数の増減や、原因や解決策を検討す
る視点の変化を把握することで、研修受講者のTPに対する理解の深まりを確認することが
できます。

満足度アンケート

獲得度テスト 事例１ 事例２

TPチェックリストは、研修受講者が勤務する施設でのTPの実施状況を把握するものです。
研修受講前に所属機関のTPの実施状況を把握し、研修受講後、一定期間が経過した後に再
度把握して、どのように変化したかによって研修の効果を測定することができます。
また、研修受講前のチェックリストの結果は、研修内容に反映させることも可能です。

チェックリストは「非常に当てはまる」、「少し当てはまる」、「当てはまらない」、
「全くあてはまらない」の4択から回答することとなっていますが、「当てはまらない」、
「全く当てはまらない」といった回答が集中した項目を重点的に研修で取り扱うことで、
効果的な研修を行うことができます。
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（
タイトルを仮置きしているだけなので、本体のＰＤＦを
修正してください。

満足度アンケート
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以下の支援はあなたが普段行っている支援にどのくらいよく当てはまりますか？水色のセルをクリックすると、回答の選択肢が表示されま
す。
「４：非常によく当てはまる」「３：少し当てはまる」「２：少し当てはまらない」「１：全く当てはまらない」の中から
最も当てはまるものを一つだけ選んでください。

〇作業上の利用者自身の特性の現れ方、作業遂行力の把握を行うための支援を行う
利用者が作業中に発生させたミスやエラーの特徴やパターンを把握している。
利用者が作業中に発生させたミスやエラーの原因を把握している。
利用者が作業を行う時に集中力を持続できる時間を把握している。
作業トレーニング開始前に利用者にとって最も効果的な作業トレーニング課題の検討を行っている。
利用者の未体験の作業も含めた作業種の興味や関心を把握している。

〇段階的に補完手段・補完行動等の適切な行動を形成する
具体的な物品を用いて作業の正確性を補う「補完手段」（手順書、ポストイット、セルフチェックシート等）の獲得
のための支援を行っている。
利用者自身の行動によって作業の正確性を補う「補完行動」（指差し確認・読み上げ・レ点チェック等）の獲得に向
けた支援を行っている。
補完手段・行動を定着させるために、必要に応じて、フィードバック等の周囲からの手助けや役割分担による補完方
法の検討を行っている。
補完手段・行動は利用者が職場などでも継続的に用いることができる方法を選択している。
補完手段・行動は、ターゲットとなる行動の前・途中・後等のタイミングも踏まえた導入を検討している。

〇ストレス・疲労への対応を行う
利用者自身の障害認識や医療等関係機関からの所見と、作業場面での様子を比較して観察している。
利用者が作業場面で感じるストレス・疲労の特徴を把握して、利用者と共有している。
利用者が職場で感じるストレス・疲労に対して、その対処方法や周囲の配慮のあり方を利用者と共同で検討している。

利用者のストレス・疲労に関する自己認識が深まるように、訓練等の経験によって変化した認識を継続的に把握して
いる。
ストレス・疲労の対処方法を、利用者が徐々にセルフマネ－ジメントできるように支援計画を立案している。

〇十分にフィードバックする（不安・ショックへの対応を行う）
利用者の行う特定の行動（作業等）は、行動の直後に望ましいものかどうかを利用者に的確に伝え（誉め）ている。
利用者が適切な行動を取るまでに努力してきたこと（過程）も含めて利用者に伝え（誉め）ている。
利用者が考えた作業やストレス対処の方法がうまくいった時に、利用者に自身を強化（誉める等）するように支援を
行っている。
利用者の認識や考え方の変化は、相談場面等で利用者にフィードバックすることにより自己認識が深まるよう支援し
ている。
利用者と相談場面で共有したフィードバックの内容を、次の目標設定のために役立てている。

〇段階的なトレーニングの実施
作業場面でシングルケースデザインを取り入れている（評価→訓練→再評価）。
利用者が必要なスキルを獲得できるよう、最初は簡単な職務で個別な作業環境から、段階的に実際の職場に近い設定
の環境に移行させている。
最終的に指導者がいなくても、利用者自身が課題を解決できるように段階的なセルフマネ－ジメント支援（最初は支
援者がサポートし、最終的に自分で必要な手段・行動を行えるようにする）を行っている
次の目標に意欲的に取り組めるように、段階的な目標の設定や支援計画の検討を、利用者と共同で行っている
利用者が自身の作業特性を理解したり、補完方法を段階的に学習することにより、利用者が獲得感や成功体験を積み
重ねていると実感できる支援を行っている。

ＴＰチェックリスト
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ホームページについて
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